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令和４年第３回砂川市議会定例会

令和４年９月１３日（火曜日）第２号
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 休会中の本会議を再開します。

本日の会議を開きます。

本日の会議に欠席の届出のあった方を事務局長に報告させます。

〇議会事務局長 為国修一君 本日の会議に欠席の届出のありました議員は、北谷文夫議

員であります。

〇議長 水島美喜子君 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１号 令和４年度砂川市一般会計補正予算

議案第２号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算

議案第３号 令和４年度砂川市介護保険特別会計補正予算

〇議長 水島美喜子君 日程第１、議案第１号 令和４年度砂川市一般会計補正予算、議

案第２号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３号 令和４年度砂

川市介護保険特別会計補正予算の３件を一括議題といたします。

予算審査特別委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員長。

〇予算審査特別委員長 沢田広志君 （登壇） 予算審査特別委員会に付託されました各

議案に対する審査の結果についてご報告申し上げます。

９月１２日に委員会を開催し、委員長に私沢田、副委員長に中道博武委員が選出され、

付託されました各議案について慎重に審査し、議案第１号から第３号までの一般会計、特

別会計補正予算は、簡易による採決の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長 水島美喜子君 これより予算審査特別委員長の報告に対する質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１号から第３号を一括採決いたします。

本案を予算審査特別委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。

◎日程第２ 一般質問

〇議長 水島美喜子君 日程第２、一般質問に入ります。

質問通告者は６名であります。

順次発言を許します。

辻勲議員。

〇辻 勲議員 （登壇） おはようございます。それでは、私は１点について一般質問

をさせていただきます。

公営住宅における冬の除雪対策について。これから冬が訪れるに当たり、公営住宅では

雪庇や屋根からの落雪により、ベランダの柵が壊れる被害が予想されます。こういった被

害は、毎年少なからず起きています。私は、３月に東町団地の１階に住む住民の方から、

落雪によりベランダ柵が壊れたことによる相談を受けました。このことについては、既に

建築住宅課住宅係で対応していただいており、私が相談を受けるときにも一緒に相談を受

けてもらいました。ベランダの柵は修理するということですが、それだけで済む問題では

ありませんでした。落雪に加えて降ってくる雪が積もるためベランダより高くなり、柵が

壊れやすくなるのです。それに、この住民の方は棟の端に住んでいるため、除雪時に交差

点の角に押してきた雪が積み上がり、雪の山になるのです。柵のことだけでなく、ストー

ブの排気口を雪で塞いでしまうこともあったそうです。実は、この柵の修理を住宅係の職

員と話をしているときには、屋根に大きな雪の塊が今にも落ちそうになっていました。い

つ落ちるか分からなく、二次災害になりかねない危険な状態ということで、話が終わった

ら上の階に行き、雪の塊を落としました。その塊を落としたところ、柵が壊れてしまいま

した。ベランダ下の雪が柵よりも下になるよう除雪されていれば、壊れなかったのです。

これらのことから、今後の対策として住宅係の対策を聞いたところ、既に宮川中央団地に

おいて試験的にベランダにコンパネを冬になったら設置しており、これが意外とよいとい

うことなので、東町団地にも設置しようかと考えているとのことです。しかし、この東町

団地の住民の方は、冬にコンパネを設置して、春雪が解けてから外すのは大変であるし、

コンパネが窓を塞ぎ、日当たりがよくないとも言っておりました。昨年の冬は、例年より

雪の多い年でもありました。それから、１階は高齢者の方が多く住んでいます。住み替え

をするにしても、そんな簡単なことではないということもあります。住民の方が安心して

住めるようにしてあげなくてはならないと思います。

以上のことから、宮川中央団地のベランダのコンパネ設置の現状と、冬になってベラン

ダの前の雪が積もり高くなったところには、小さな除雪車を入れて排雪をすることができ

ないのか。また、冬に向けての東町団地における対策について検討されているのか伺いま
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す。

以上で１回目の質問を終わります。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） それでは、私から公営住宅における冬の除雪対策に

ついてご答弁申し上げます。

冬期間における本市の公営住宅におきましては、特に片流れ屋根となっている中高層の

団地において、各住戸の屋根の経年変化状況や近年大雪が集中的に発生するシーズンがあ

るなど、気象状況の変動にも影響し、雪庇の落下や大量の落雪により１階住戸のベランダ

柵や窓ガラスの破損が発生しやすくなってきております。自然現象に起因するベランダ柵

や窓ガラスの破損につきましては、市で修繕を実施しておりますが、これらの発生を防ぐ

ため、昨年度より試験的に１階のベランダ柵や窓の部分にコンパネを加工して設置し、雪

害対策を講じたところであります。

ご質問のありました宮川中央団地のベランダのコンパネ設置の現状についてであります

が、令和３年度に宮川中央団地の一部、３棟２２戸の１階にコンパネを加工したフェンス

を入居者の意向を確認し、採光にも配慮して設置したところであります。設置した住戸に

おいては、破損が発生せず、入居者への聞き取りにおいても室内も意外と暗くなく、雪で

窓ガラスが割れる心配もなく安心して暮らせたと、おおむね好評をいただいたところであ

ります。

次に、東町団地ベランダ前の除雪についてでありますが、各団地のベランダ前の除雪に

つきましては、物置等の構造物や入居者のための畑もあり、重機による作業が困難な場所

であることから排雪作業は実施しておりませんが、特に堆積が多く、雪山になった箇所に

つきましては職員等により手作業で削るなどの作業を実施しており、引き続き堆積状況を

見ながら対応してまいりたいと考えております。

次に、冬に向けての東町団地における対策についてでありますが、雪害対策が必要とな

る宮川中央団地、東町団地、北光団地の１階に今後順次フェンスの設置を進めていく予定

であり、東町団地につきましては本年度全ての１階住戸、４棟３０戸に設置する予定とし

ております。設置につきましては、１０月下旬から１１月中旬をめどに予定しており、入

居者の皆様のご理解とご協力をお願いしながら進めてまいりたいと考えております。当団

地につきましては、砂川市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既に４階、５階を入居募集

停止しており、最上階の階につきましては屋根の堆積状況の点検及び雪庇の発生に対する

早期対応を一層重点的に実施し、冬期間における入居者の安全確保に努めてまいりたいと

考えております。

〇議長 水島美喜子君 辻勲議員。

〇辻 勲議員 今１回目の答弁がありました。

宮川中央団地のベランダのコンパネ設置状況についてですが、今答弁もありましたよう
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に、その中で採光にも配慮して設置したということでありますけれども、相談のありまし

た東町住民の方は宮川中央団地の方にも聞いたところ、窓が塞がれて暗いと言っておりま

したとのことですし、私も宮川中央団地の状況を全部見て回りました。夏である現在でも

設置したままのところが何件かありましたけれども、結構高さも高いですし、窓が塞がれ

ている状況にあると見えて、ここは入居者の方がいないのでないかなと思ったぐらいでし

た。この点について、フェンスの設置より、日光が入りづらくなる、暗くなるという声も

聞いているのですけれども、この点についてどう考えているのかお伺いしたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 ただいまベランダの柵にフェンスを設置することによりまして、

日光が入りづらくなり、部屋が暗くなるのではないかというご質問でございましたが、ベ

ランダの柵にコンパネによるフェンスを設置することで、室内に入り込む日光の遮りにつ

いては一定程度発生するものと考えられるところでございますが、フェンスの設置に当た

りましては、屋根からの落雪によるベランダの柵や窓ガラスの破損を防ぎ、またご質問に

ありましたようにストーブ排気口を確保する効果もあります。このように入居者の安全を

確保することを第一に考えた対策でございまして、ある程度の影響につきましては入居者

の皆様にご理解とご協力をお願いしてまいりたいと考えているところでございます。

なお、フェンスを設置するに当たりましては、日当たりを確保するためにフェンスの強

度を損なわない程度に隙間を開けるほか、降雪シーズン終了後にはできる限り早い時期に

取り外しを行ってまいりたいと考えているところでございまして、入居者の皆様には事前

にこれらの対策についてお知らせをさせていただきまして、ご理解とご協力をお願いしな

がら行ってまいりたいと考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 辻勲議員。

〇辻 勲議員 今答弁いただきまして、分かりました。

板と板の間に隙間を開けるということで、私が見た部分では隙間を開けているという部

分がなかったものですから、今そういう状況であるということで、今対応策もお話をいた

だきましたので、分かりました。

１階以外でも、２階以上の階でもベランダの柵が壊れたというケースがあると聞いてい

るのですけれども、そのような状況があるのか。また、その対応についてお伺いします。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 ベランダ柵の破損につきまして、１階以外の部分でもそのよう

な壊れたケースがあるのかということでございますが、先シーズン、令和３年度のシーズ

ンにおきまして、軒先の雪庇が大きくなり過ぎて、内側に巻き込む形となり、最上階の３

階のベランダ柵にくっついてしまい、落雪時に柵が破損したというケースが宮川中央団地

で１件発生したケースがございます。このようなケースにつきましては、過去の状況を見

る限り、ごくまれなケースでございまして、軒先の雪庇をできるだけ早い段階で落とすこ



－20－

とにより回避できるものと考えているところであります。

今後につきましては、屋根雪の堆積状況について随時点検を行いながら、このようなこ

とがないように対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 辻勲議員。

〇辻 勲議員 ただいまの答弁で、設置に関する内容についてありましたので、分かり

ましたけれども、先ほど言ったようにコンパネの間も開けるということでした。１回目の

答弁でもありましたけれども、意外と室内も明るく、雪で覆われる心配もないという宮川

中央団地の方の状況もありましたので、安心したかなとも思っています。

それで、コンパネのことについてなのですけれども、夏保管することについてとか、雨、

風に当たることもあると思うのですけれども、また物置に入れるのは住民の方の入れるも

のがあるので、大変ではないかと考えたりもするのですが、また風にさらされると傷みも

早いのでないかということもあるのですが、この冬に設置、また春に外すという作業は、

住民の方がするのか、市でやっていただけるものなのかを含めて答弁をお願いします。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 ただいまフェンスの設置に関わる取り外しの作業は、市でやっ

ていただけるのかということのご質問でございました。

本年度フェンス設置予定をしておりますのは、昨年実施しました宮川中央団地の一部と

東町団地の１階部全戸を予定しているところでございまして、これらにつきましては担当

職員と営繕業務を担当しております直営の大工によりまして設置を行うこととしておりま

す。また、シーズン終了後の取り外し作業につきましても市で行いますので、入居者の方

のお手を煩わすことはございません。また、そのフェンスの材料等の保管、確保につきま

しても、市で責任を持って対処してまいりたいと考えているところでございます。

なお、今回市で職員等がそういう取り外し作業を行いますが、今後につきましてはこの

ような設置箇所を増やしていく予定としておりますので、その際は業者への委託など、他

の方法を検討する必要も出てくるものと考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 辻勲議員。

〇辻 勲議員 今の件についても理解いたしました。

今後順次フェンスの設置を進めていく予定ということで、東町が本年度の設置というこ

とですけれども、次年度というか、今後のことについて、北光団地のことも今答弁いただ

きましたので、そのことについてもお伺いしたいと思います。東町団地、宮川中央団地、

北光団地、それぞれ状況が違うと思うのです。その設置、そういう違う状況もあると思う

ので、同じ砂川市内ですけれども、雪の降り方も積もり方も若干違うのではないかと考え

るのですけれども、このことを含めて答弁をお願いしたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 今後の雪害対策として、このような団地の１階部分にベランダ
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の柵や窓ガラスが破損しないようにコンパネを加工したフェンスを設置していく計画でご

ざいますが、最初の答弁でも申しましたように、昨年実施しました宮川中央団地、またそ

れに加えまして、今年東町団地を実施する予定としております。そのほかにも北光団地の

対策も考えているところでございますが、今後増やしていくに当たりましては、団地によ

りまして、その団地の建物の形状によって屋根のひさしの長さが長かったり、また１階部

のベランダから下の地面までの高さの距離が違うところもございますので、そのような中

でベランダ柵の破損がしやすいのかどうかという現状も確認しながら、今後計画的にその

ような対策を取ってまいりたいと考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 辻勲議員。

〇辻 勲議員 それでは、除雪について、重機が入るのはそれぞれの畑もあるし、物置

もあるということで困難ということなのですけれども、職員等で手作業実施していると先

ほど言っていましたが、職員も忙しい中だと思いますけれども、この体制についていま一

度お聞きしたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 各団地のベランダ前に堆積した雪の処理の関係でございます。

今状況を見ながら、職員が手作業で雪を取り除いたりという作業を行っているところでご

ざいますが、団地によっては、議員おっしゃるように小さな除雪車が入り込めるようなと

ころもあると思いますので、雪の堆積状況を見ながら、その辺は臨機応変に対応をしてい

きたいと思っております。全てが手作業で、そのような作業をやるとなると、なかなか労

力も要りますので、なるべくやりやすい方法を検討しながら今後は対応してまいりたいと

思います。

ただ、団地によりましては、それぞれ構造物、物置や灯油タンクの構造物があって入り

込みづらくなったり、団地の入居者のための畑もございます。いろいろ耕作しているもの

もあり、それらを壊すわけにはいきませんので、入居者の方のご理解も得ながら、その辺

はうまく対応してまいりたいと考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、私は大きく２点について一般質問を行います。

まず、第１点は北海道電力砂川火力発電所の廃止について伺います。北海道電力砂川火

力発電所につきましては、去る６月２４日に２０２７年３月末をもって廃止されることが

決定しています。そこで、以下について伺います。

まず、１点目、砂川火力発電所の廃止に伴う影響については、これまで固定資産税及び

都市計画税額の総額の１割近くの影響、砂川火力発電所には７月１日現在で７１名の社員

がおられ、そのうち５２名の方が市内在住と答弁されていますが、それ以外には今もって

報告されていません。報告はいつになるのか、どのような内容になるのかを伺います。

２点目は、砂川火力発電所が廃止された後、その跡地の検討について具体的なスケジュ
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ールとどのような組織になるのかを伺います。

大きな２点目としては、駅前地区整備事業についてであります。まちなかの魅力を高め、

にぎわいの拠点をつくり出す事業ですが、現在実施設計が策定されています。そこで、以

下について伺います。

まず、１点目、実施設計について、概要版が来年１月までに示されるとのことですが、

どのような形で示されるのかを伺います。

２点目は、商工会議所、観光協会が入る予定ですが、両団体が多目的室を使用する回数

は年間どのぐらいになるのかを伺います。

３点目、カフェスペースは施設の魅力を高め、にぎわいを創出するために設置されるよ

うですが、具体的な内容について伺います。

４点目は、広場についてです。まず、１点目、冬期間の活用方法についてを伺います。

２点目は、植栽などは考えているのかを伺います。

３点目、国道から目立つような大きな看板は設置されるのかを伺います。

５点目は、駐車場についてお伺いします。近隣商店や事業所等への賃貸を考えていると

のことですが、本当に実施されるのか伺います。

最後に６点目、文化系の施設としてイベント、グループサークル、各種団体が使用する

施設として、ゆう、公民館、ふれあいセンターがありますが、重複しない具体的な使われ

方を示してほしいと思います。

以上です。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から大きな１、北海道電力砂川火力発

電所の廃止についてご答弁申し上げます。

初めに、（１）砂川火力発電所の廃止に伴う影響に係る報告についてご答弁申し上げま

す。令和９年３月末をもって砂川火力発電所が廃止されることに伴う市内経済等への影響

につきましては、本年６月２４日に北海道電力から廃止の考え方が公表された際に、砂川

火力発電所に勤務する職員数等について確認をいたしましたが、その後本市調査の参考と

するため、日本製紙釧路工場の紙パルプ事業撤退の際に釧路市等が実施した影響調査の情

報を収集するとともに、７月には砂川火力発電所の施設等を見学させていただいたほか、

北海道電力に依頼をしていた影響調査の回答を８月３１日にいただいたところでございま

す。この回答の中で砂川火力発電所内で修繕工事を行うグループ企業及び取引企業１０社

のほか、自動車整備や物品購入などの取引企業８社に加え、２棟ある寮の運営を委託する

グループ企業１社及び食材の調達先、職員が食事で利用する飲食店などについても情報を

提供していただいたところでございます。

今後現在の取引額を含めた取引の内容や砂川火力発電所廃止後における事業の見通しな

どについて、北海道電力から提供いただいた情報などを基にグループ企業及び取引企業に
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は直接聞き取りにより調査を行うとともに、この調査の対象とならないものの影響が大き

いと思われる宿泊業や飲食業などを中心に市内事業者には商工会議所など関係機関とも連

携し、グループ企業及び取引企業と同様の調査内容を郵送によるアンケート調査を行い、

これらの結果につきましては１０月末をめどに取りまとめ、常任委員会で報告する予定で

ございます。

続きまして、（２）砂川火力発電所廃止後の跡地利用の検討に係るスケジュール及び組

織についてご答弁申し上げます。跡地利用の検討につきましては、砂川火力発電所廃止の

公表の後、北海道電力と意見交換や情報共有等を行っており、経済部及び総務部で対応す

ることとしておりますが、流雪溝関連では建設部、脱炭素関連では市民部など、その他の

部署も必要に応じ検討に加わることを北海道電力と確認をしており、具体的な跡地利用の

検討につきましては７月の臨時会でご答弁したとおり、今後２から３年をめどに取りまと

められる予定となっているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 （登壇） 私から大きな２、駅前地区整備事業についてご

答弁申し上げます。

初めに、（１）実施設計について、概要案が来年１月まで示されることですが、どのよ

うな形で示されるのかについてであります。実施設計につきましては、本年４月２１日か

ら令和５年３月１５日を委託期間として業務を進めているところであり、現在は意匠、設

備、構造などの詳細設計図の作成を行っております。今後は、令和５年１月には建物、広

場の詳細な規模やレイアウトを示すイメージパースや配置図、平面図などの一般図をまと

めた実施設計案の概要版を１月の社会経済委員会においてお示ししていきたいと考えてお

り、３月には完成版を市ホームページにおいても公表をしていく予定としております。

次に、（２）商工会議所、観光協会が多目的室を使用する回数は、年間でどのくらいに

なるのかについてであります。入居して管理運営を行う商工会議所、観光協会が多目的室

を使用する年間回数につきましては、両団体とも会議などで使うということであり、商工

会議所は年間約４５回、観光協会は年間約１５回と聞いております。

次に、（３）カフェスペースは施設の魅力を高め、にぎわいを創出するために設置され

るが、具体的な内容についてであります。カフェにつきましては、市民ニーズが最も高か

った機能となります。カフェの運営事業は、施設の共用開始前に公募する予定であります

ので、具体的な内容は民間事業者の創意工夫によるものであり、市内事業者に運営してい

ただきながらすながわスイーツや特産品なども含めて販売することで特色を生かして、市

民をはじめ、域外の方にも支持されるカフェになるよう考えております。なお、営業時間

については、施設の開館時間の範囲内で営業していただくことを基本として、カフェ事業

者の意向も踏まえながら決定してまいります。

次に、（４）広場について、①冬期間の利活用方法についてであります。冬期間の広場
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の活用につきましては、定期的に除排雪を行いながら歩行者動線も一定程度確保した中で

イルミネーションを配置するなど、まちのイメージ向上と歩行者への非日常体験を提供し

たいと考えておりますが、豪雪地帯でありますので、イベントなどの利用は雪遊びなど限

定的なものになると考えております。

次に、②植栽などは考えているのかについてであります。広場につきましては、基本設

計書にも記載してありますとおり、インターロッキング、またはアスファルト舗装を主と

して考えておりますが、まちなかにある居心地のいい空間をつくるため、緑も必要と考え

ておりますので、樹木などを植栽し、夜間はライトアップするなど、魅力のある広場、デ

ザインとしていきたいと考えております。

次に、③国道からも目立つような大きな看板は設置されるのかについてであります。施

設周辺の商店などは国道に面して建てられている中、駅前施設は奧に設置するとともに、

前面に広場を大きくすることで国道通行者からはまちなかで開けたスペースが現れ、目を

引く施設としているところでありますが、より施設の視認性を高めるために国道側に複数

の看板や商業街路灯へのバナー設置など、また駐車場が国道側から施設の裏手になること

から駐車場の誘導看板を設置する予定としております。設置場所やデザイン及び大きさな

どの詳細については、エリア全体の雰囲気と景観を考慮しながら現在進めている実施設計

の中で検討を進めているところであり、分かりやすい案内サインになるよう努めてまいり

ます。

次に、（５）駐車場については、近隣商店や事業所等への賃貸は実施されるのかについ

てであります。昨年度まで西１条駐車場につきましては、近隣商店や事業所などから駐車

場を借りたい旨の要望があり、まちなかに訪れる市民の利便性の観点から従業員用及び来

客者用に限って要望のあった、これまで延べ１３事業者に対して貸付けを行っていたとこ

ろであります。施設整備後の駐車場につきましては、イベントなどの利用も想定しており

ますが、通常時はスペースに余裕があることから、駐車場でのイベントの際は駐車ができ

ないことを条件として、近隣商店等への来客者の利便性向上及び商店街の振興のため貸付

けを行っていきたいと考えております。

次に、（６）文化系の施設としてイベント、グループサークル、各種団体が使用する施

設として、ゆう、公民館、ふれあいセンターがあるが、重複しない具体的な使われ方を示

してほしいについてであります。地域交流センターや公民館、ふれあいセンターにつきま

しては、それぞれ文化、教育、保健福祉の目的を持った施設でありますが、本施設は商店

街の中に立地していることから、その利点を生かし、にぎわいを創出し、商店街の振興、

活性化を目指す施設でありますので、商店のＰＲをすることで各店舗への誘導や商店の販

路拡大などにつなげられる利用を行っていきたいと考えております。

現在商店会連合会や社交飲食協会、近隣の各個店の方々とお話をさせていただいており、

具体的な利用についてはこれからも継続して協議していくこととしておりますが、話の中
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ではこれまでビアガーデンや複数の個店が集まるイベント、個店単独での出店などのお話

を伺っているところでありますので、今後それらを実現していくために継続的に連携して

いきたいと考えております。

なお、グループサークルや各種団体におきましては、それぞれ目的に沿って地域交流セ

ンターゆうや公民館、ふれあいセンターなどで活動されておりますが、本施設の立地は市

民や車などから視認性に優れている特徴を持つことから、広場やフリースペースなどの人

目につくオープンな場所でその活動のＰＲができる場所の一つとして利用していただけれ

ばと考えております。

〇議長 水島美喜子君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 まず、北電の関係なのですけれども、何か北電と話をして、北電側から

の影響というのは回答があったようなお話を今お伺いしたのですけれども、それで間違い

ないのかと、もう少し具体的な内容は分からないものなのでしょうか、お伺いします。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 北海道電力さんの砂川火力発電所を通して、北海道電力さんに

対する調査をさせていただいた回答を８月末に頂戴をしております。その中では、先ほど

もお話をしたとおり、修繕工事など、もちろん実際の会社名も付記していただいておりま

す。あと、自動車整備、浄化槽の点検、物品購入ということで、直接取引のある企業さん

のお名前を確認しておりますし、寮の運営、またそのほか、ここ数年の大型工事、保守点

検の工事期間の情報も頂戴しているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 となると、そちらはもう少し、今は言えないのか、言わないのかわかり

ませんけれども、具体的な数字等ももう分かっているということなのだろうと思うのです。

市が市内に向けての調査が今は遅れていると考えていいということですね。遅れていると

私あえて言いましたけれども、本当に遅れていると思うのです。これまで市は、もっと早

く北電の砂川火力発電所がなくなるということは分かっていたと思うのです。議会として

も、６月６日時点ではもう既に北電の砂川火力発電所が廃止になるという情報は得ていま

す。それ以降、議員としてもいろいろな場面で、とにかく早く影響を知りたいと、こう話

をしてきましたけれども、今の状態ですと１０月末まで延びてしまうようなお話でした。

これは、いささか遅過ぎると私は思うのです。この辺、何でこんなに遅くなるのか、理由

を教えてください。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 調査の手法としましては、北海道電力さんから情報提供をして

いただいた際に、直接取引のある企業には聞き取りによる調査を行うと。そのほか、影響

があるだろうと思われる取引企業、市内の事業者には郵送によるアンケート調査で対応し

ようと考えておりました。８月末に北電さんから最終的な回答を頂戴しましたので、それ
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以降進めているところでもございますし、今回の調査の大きな目的は、まず現状把握とい

うことでございます。取引企業の従業員数であったり、また取引額やその内容についても

調査しますが、そのほか自由記載を設けて、取引企業として跡地利用や発電所廃止後の事

業の見通し、それの対応についてもお聞きをする予定でございます。廃止は、４年半後と

いうことで、今見通しの調査をしても、また跡地利用の方向性が見えるですとか、時期に

よって、また調査の手法は今と同様ではないかもしれませんが、その時点、その時点で市

内の経済状況、取引企業さんの事業の見通し、また方向性については確認をしようと考え

ているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 部長、手法がここは違うと思うのです。まず、今この第一段階、危機で

すよ。今砂川火力発電所がなくなるということ、そのものですね。この前の臨時会では、

市長は何とか２年ぐらいをめどに跡地の結論を出したいみたいな話までしているわけです。

となったときに、もう最初に知ってから、議会が知ってからも、もう３か月ぐらいたって

しまっているわけです。まずは、分かる限りでの影響を私たちに教えてほしい。その後、

跡地の関係だとかと今部長おっしゃったけれども、それは順次やっていくのは分かります。

当面、どのぐらいの影響があるのかということを早く知らないと、私たちの危機感という

のがだんだん薄れてきますよね、市民の方々にとっても。ということは、跡地をどうする

かという議論もどんどん遅れていくということなのです。そんなゆっくりしていて、この

問題はいいとは私は思っていません。もう既にやられている奈井江町議会で同じこのこと

が議論されています。音声データを聞かせていただいて、そこで奈井江町内では約２０事

業所が今後大きな影響を受けるだろうと。従業員数は約２００名だと。影響額は数十億円

に及ぶのではないかという話がされているのです。こういう状態、何で今のこの段階で奈

井江と砂川でこういう差がついてしまっていくのかということなのです。これは、初動調

査が遅いからです。ぜひ早く、この影響がどのぐらいに及ぶのかを教えていただきたいと

思います。

これまでの私たちに向かっての情報は、先ほど言ったとおりに北電の社員の方が今現在

７１名で、そのうち５２名の方が市内在住、これだけです。あとは、固定資産税の関係。

だけれども、この市の関係にしても、個人における、もしこの５２人の砂川に住まわれて

いる方が、家族もいらっしゃるはずですから、５２人だけでは済まないのです。もし家族

が３人いるとすれば、それの３倍になるわけです。個人住民税の話も出てこないし、それ

から法人市民税のことでも、かなり大きな額の影響が出てくるのだろうと思うのですけれ

ども、今もってその一部すらも出てこないのです、今の段階で。行政としてあまりにも遅

過ぎると思いますので、ぜひ急いでやっていただきたいと思います。

それで、２番目の今後の検討なのですけれども、部長の答弁が聞きづらかったというか、

私が聞き逃しているかなのですけれども、今後は総務部が行っていくとお話になったか、
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確認をさせてください。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 １回目のご答弁でお話をしたのは、経済部及び総務部で対応し

ております。ただ、流雪溝の関係もございますので、建設部や脱炭素の関連性が発生しま

したら、市民部など、その他の部署も必要に応じて検討に加わるという考えでございます。

〇議長 水島美喜子君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 市長、北電の問題、そうたやすいことではないと思うので、私は全庁挙

げて、いかに対応していくかということを考えていただきたいと思うのです。つまりプロ

ジェクトチームでもつくって、早く検討会を構成して立ち上げてやっていかないと、どん

どん遅くなると思います。

あわせて、来年の４月は私たち議員も市長も改選期になるので、ここを意識していただ

かないと、この中間の大事なところで空白が生まれるかもしれません。ですからこそ、早

い段階で市長がリーダーシップを発揮していただいて、このまちづくり全体にも関わるか

もしれないという北海道電力砂川火力発電所の廃止、そしてその後どうするかという検討

会は早くつくっていただきたい。その中で、しっかりとこの砂川という地区のまちづくり

に影響が最小限でとどめられるような方向性をぜひ持っていただきたいと思っているので

すけれども、市長のご答弁をお願いします。

〇議長 水島美喜子君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 小黒議員から今質問ございましたけれども、私は別に遅

れているとは思っていないわけでございまして、奈井江が早いというより、奈井江には納

炭業者しかいないものですから、そこの金額というのは前に休止のときから話が出ていま

すから、数字はもうある程度出ていると。しかし、砂川の場合にはいろいろな業者が関わ

ってきていると。その業者は、北電に問い合わせないと分からないところが結構あると。

それの調査に少しかかったけれども、それでも８月３１日にはある程度回答をもらってい

ます。ですから、時系列に行くのなら、遅いとかそういう状況では、小黒議員、ないとい

うことだけは理解してほしいと思います。砂川にはいろいろな業者が絡んでいると。我々

では分かり得ないところもるし、それから職員のやつは、いわゆる給与等については税法

上の問題もございますけれども、概算である程度出すことは示せますけれども、その職員

がどういう方たちがいるかというのもデータをもらわないと我々は着手できないと。今そ

の事務レベルでは、そこのデータをもらうのに、調査するのに照会状を出して、やっと８

月３１日に回答が来ていると。ですから、北電が遅かったわけでもなく、きちんとその辺

の作業は進んでいます。問題は、いわゆる跡地利用も含めて大きな部類については、まず

前段の北電の意向、我々の思いも含めてある程度の形づくりをしないと、やみくもにやっ

ても進まないと。少数の中できっちり詰めていく必要があります。その前段の作業のとこ

ろを、今報告するまでは行っていませんけれども、着実にやっております。ただ、報告で
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きるのは、そう簡単に、例えば流雪溝も含めて簡単に出るのかといったら、その全体の調

査のところをしっかりしないと、中途半端な情報を流して間違った解釈をされても困ると

いうのがございますので、それは北電も我々もその辺の考えは一致しているので、どこま

でが可能なのかということと、公表できないけれども、水面下の中でそれのいろいろな調

査を並行して今やっておりますので、もう少し報告にはお時間をいただきたいと思ってい

ますし、私が言ったとおり２年にはめどを立てないと、その後に工事とかいろいろな問題

が出てくるので、２年以内には、最大限長くても２年、でも作業によってはもっと早く出

てくるけれども、そのうち期間を今私がお示しすることは残念ながらできないと。北電も

できないと。もう少し形が見えてこないとというのがございます。その作業を今副市長以

下でやっているということでご理解をいただきたいと思います。

〔「検討会の話も聞いたんですけれども」との声あり〕

検討会に行く前に論点の整理が先に必要だと。どこが課題か、どこが難しいのかと。や

みくもにやっても仕方がないので、それは副市長以下の総務部なり経済部を含めた中で関

係部署が集まって、今前段の論点整理をやっているということでご理解いただきたいと。

〇議長 水島美喜子君 小黒弘議員の再質問は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１０時５５分

再開 午前１１時０４分

〇副議長 増山裕司君 議長を交代しました。休憩中の会議を開きます。

一般質問を続けます。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 それでは、続きなのですけれども、市長、結果的に言うと、検討会のこ

とが何も分からないで今終わってしまったという感じなのですけれども、私は早くやって

いかないと駄目だと思うのです。普通こういう危機的なことが起こったときは、庁内でも

早く検討会なりグループ何とかみたいなものを、プロジェクトみたいなものを早くしっか

りとつくって対応していくべきだと私は思っているのですけれども、私たち改選期があっ

て、市長は来期どうされるかというのはまだ分かりませんが、少なくとも我々の任期はま

だ７か月あります。この７か月は大きいです、北電の問題に関しては。私は、ぜひ市長に

リーダーシップを発揮してもらって、とにかくこの検討会、民間の市内の事業者の代表の

方でもいいですし、それから市内でも有能な職員も、それは市役所でもしっかりと配置し

て、しっかりとした検討する体制を早くつくってほしいと私は思っているのですけれども、

改めてこの話、市長、どう考えているのかお伺いします。

〇副議長 増山裕司君 副市長。

〇副市長 湯浅克己君 （登壇） 検討の組織ということでお話がございました。

今先ほど経済部長からお話をさせていただいたとおり、経済部と総務部と、その状況に
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応じては建設部あるいは市民部も入るということでお話をさせていただきましたけれども、

各部長に対しましては、部長の集まる会議の中で既に状況は報告させていただいていると

ころでございます。

今入り口といたしましては、そういう形の中で北海道電力さんと情報共有しながら、い

ろいろ今後の方向性について検討しているところでございますので、それぞれのタイミン

グの中で全庁的な組織等も含めながら、そちらとしても検討していかなければならないと

思いますので、まずは今の段階としてどのようなものが考えられるのかというところの調

査等も行っているところでございますので、それらを含めながら検討していった中で、必

要に応じて全庁的な組織による検討も進めていきたいと考えておりますので、その点につ

いてはご理解をいただきたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 市長、これは政策的なことなのだから、何で市長と指名しているのに副

市長が出てくるわけ。市長のやる気なのです、やっぱり。

もう一つは、部長の方々、来年３月いっぱいでかなりの数の方辞めるのです。こういう

時期を私は全部考えているつもりなのです。ですから、市長のリーダーシップの下でいち

早くプロジェクトチームなり、名称は何でもいいのです。まず立ち上げて、砂川がしっか

りこの北電の関係については取り組んでいくのだという姿勢を早く示すべきだと思ってい

ます。

これ以上言っても市長は出てこないでしょうから、次に行きます。市長、残念ですよ、

本当に。

駅前地区の整備の関係なのですけれども、これも実は実施設計の納期が３月１５日なの

です。３月１５日というのは、３月議会をやっている最中かという時期なのです。何でこ

うするのかと思うのですけれども、先ほども言ったとおりで、３月議会が終わったらすぐ、

僕らは選挙が始まるのです。こういう時期に大事な駅前の商店街をいかに活性化させるか

という実施設計をどうしてそこに納期をつくっていったのかということです。役所が私た

ちに議論をさせない上手なやり方かもしれないと思うぐらいにタイミングがよくないです。

ここでお伺いするのが、今ロシアが戦争を起こして、急激な円安によって物価高騰があ

って、いろいろなところで資材も高騰して、おまけに人不足が深刻だと言われているので

すけれども、この実施設計では今までの基本設計等で言われてきた事業費や、あるいは建

設の関係、そのままスムーズにいくのかどうか、まずお伺いします。

〇副議長 増山裕司君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 まず、実施設計の話でございます。

この実施設計につきましては、納期が３月１５日ということでありますけれども、先ほ

ど１回目でご答弁申しましたとおり、今実施設計をつくっておりまして、時間がかかって、

早くとも大体年明けぐらいにはなると考えております。ただ、議会には納期の３月１５日
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ということではなく、１月の社会経済委員会に報告をさせていただいて、そこでご意見を

伺おうとは思っております。

また、今の世界情勢の中で資材が高騰しているのでないか、概算の事業費はどうなのだ

ということになると思いますけれども、これにつきましても今実施設計をして、その設計

が出来上がって初めて概算の費用、その設計をもって費用が出てくるものであります。確

かに今本施設は木造であります。今この資材である木造というのも高騰はしておりますけ

れども、北海道の地域材を使おうと思っております。この北海道の地域材につきましても

高騰はしておりますけれども、海外の輸入材に比べて比較的安定しているということでご

ざいます。また、業者との打合せの中でも今のところはその地域材については調達できる

ということもなってございますので、金額につきましては詳細な設計を固めて実施設計の

案で概算事業費を１月の社会経済委員会で議会にお示しをしたいと思っております。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 審議監、ちょっと待ってよ。実施設計が出来上がらないと、概算事業費

が出ないって。そんな無責任な話ないでしょう。建設の予算はいつ出すのか。そこを聞き

たいのですけれども、市長、来年建物を建てる予算出すはずなのです、予定でいくと。市

長は、３月議会にこれを出すつもりなのか。ただ、今の話だったら実施設計終わらないと

概算予算も出ないと言っているから、どうなるのかと実は思っているのですけれども、で

もスケジュールでいくと来年度は建設の予定ですよね。ということは、予算が出るはずで

すよね。市長は、３月議会に建設予算を出されようとするのかどうか。それか、改選後の

５月の政策予算にこれは出すような予算になるのか、ここをお伺いできますか。

〇副議長 増山裕司君 市長。

〇市長 善岡雅文君 一般論でしか今申し上げられませんけれども、一般的には改選期の

政策予算は３月ではなく、改選後の議会に上げるというルールになってございます。実際

にはどうするか、まだ決めていませんけれども、一般論はそういう形になろうかと思いま

す。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 では、一般論のままで、市長選が終わった後の新しい市長さんが、それ

は善岡市長になるのかは分かりませんけれども、出してくるということなのですね。分か

りました。

では、次なのですけれども、商工会議所、観光協会の会議、結構あるのを知っているの

です。私も観光協会の会員だったものですから、理事会や何かで結構使うのです。両方合

わせて６０回ということになるわけですけれども、これだけ多目的室が使われてしまうと、

どうなのでしょうか。一般で使おうというときに、商工会議所だとか観光協会の中に入っ

ている人たちの会議で多目的室が使われないという、そういうことはないかどうかなので

すけれども、そこはどうですか。
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〇副議長 増山裕司君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 まず、商工会議所、観光協会の多目的室の使用のされ方と

いうことになりますけれども、今、年間で約６０回ということでお答えしていますが、こ

の会議については、例えばお昼休み、１２時から１時までの１時間だとか、また会議の時

間も長くても２時間というものでございます。もしここで他の利用とダブるようなもので

あれば、その辺はその団体の中で協議をしながら時間設定をして、この使用には影響のな

いようにしたいと考えております。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 続いて、カフェスペースなのですけれども、前回私質問したときには、

このカフェスペースに随分力が入っていて、まさにこのにぎわいを創出、施設の魅力を高

めるというカフェスペースになるようなのですけれども、今のお話でいくと、民間事業者

の方がやられるようなお話なのですが、この場合、家賃というか、使用料というのは発生

するのかどうかお伺いします。

〇副議長 増山裕司君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 家賃につきましては、月額でございますが、これはかかる

予定でございます。現在というか、以前から飲食店とか対象の事業者の方とお話をさせて

いただいているのですけれども、その際についても使用料のお話もさせていただいており

ますし、またそのほかにも、例えば電気代がかかれば電気代も支払っていただくという、

このようなお話をしながら、現段階では前向きに出店をしたいという回答をいただいてい

るところもございます。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 すごく大事な予算、概算予算なんかはまだ先なのだけれども、こういう

ところはすごく早いのですね。月額幾らぐらいになるのですか。家賃でいいですけれども。

〇副議長 増山裕司君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 まず、この家賃というのは、一つはまだ確定はしておりま

せん。ただ、今このお話をしていて、家賃がかかるというものですから、その辺について

はある程度それに近いものをお示ししなければならないとは思っておりまして、これは概

算でありますけれども、大体７，０００円、８，０００円ぐらいというようには考えてお

ります。カフェが１７平米という大きさでございますから、この大きさに合わせた形で今

の額を示しております。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 すごく安いのですね。それで、当然客席や何かは別のところで使わせて

もらえるのですね。ですから、要するにコーヒー入れたり、何か食べ物を作ったりする、

その部分だけのお金で借りられるということになると、月七、八千円でそこを借りられる

というのなら、これは商売できるかもしれませんね。破格ですよ、これ。となってくると、
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次に気になるのが、実は七、八千円の家賃で借りられるのなら、それこそ素人さんたちで

も、例えば若い奥さん方のグループでも借りられる金額です。僕、もっと何万円もするか

と思ったのです、実は。当然そうなってくるとすれば、私のところにもあそこ家賃幾らぐ

らいなのだろうと聞かれて、まだ分からないのですと言ってあるのですけれども、値段に

よってはやりたいという話もあります。当然一般公募をするのですよね。

〇副議長 増山裕司君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 まず、今家賃についてお示ししましたけれども、まだ確定

はしていない。ただ、これについてはそれぐらいだということでお示ししておりますし、

これはあえて安くしたという金額ではなく、一応一定の基準を、木造だということですの

で、それを相当額から計算した額でございます。この金額については、まだこれから決定

するものでございます。

また、あとこのカフェで……

〔「議長、駄目だわ、これ。議事進行です」との声あり〕

〇副議長 増山裕司君 暫時休憩とします。

休憩 午前１１時２１分

再開 午前１１時２１分

〇副議長 増山裕司君 休憩中の会議を再開します。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 私の今議事進行は、議長の取り計らいについてのお願いなのですけれど

も、非常に答弁が揺れているし、確定的なことを言うようでありながら、今後また検討す

るようなお話も出てくるので、公式の本会議場の話ですから、しっかりとした答弁をして

もらえるように指導していただきたいと思っております。

〇副議長 増山裕司君 暫時休憩します。

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２６分

〇副議長 増山裕司君 休憩中の会議を再開します。

経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 ただいま家賃について私お示しいたしましたが、この金額

につきましては公有財産規則に基づきまして、木造の単価を当てはめた場合の金額でござ

います。まだこれは確定していない数字でございましたので、これは訂正いたします。申

し訳ありませんでした。

あと、公募でございますけれども、この公募につきましては、まず公募をして選定した

いと思います。これにつきましては、公平を期すために公募により実施するわけですけれ

ども、その中でもし他の複数の事業者が来た場合には、まだ具体的なことというのは言え

ませんけれども、この施設におけるカフェ事業は最も重要なものでございますので、そこ
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は考えられるメニューとしましても、一般的には飲み物だとかスイーツだとか軽食などで、

そのほかに特色あるものを提供していただける、こういう事業者の選定をしていきたいと

は思ってございます。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 訂正すると言っても、議事録から削除してほしいということになるのか

どうかなのですけれども、でも先ほど審議監は、これは条例に基づいて計算した金額です

よね。と私は思っているのですけれども、そうではないと７，０００円から８，０００円

と、それは商工会議所の家賃や、全部同じことの根拠で来ているはずなのです。ですから、

平米だけでいったら７，０００円、８，０００円なのです。ここで訂正してしまったら、

商工会議所の家賃も観光協会の家賃も全部適当に出したということになりますよ。それで

いいのですか。議事録から削除していいですか、ここの部分。間違っていましたというこ

とですよ。いいのですねという質問で終わります。

〇副議長 増山裕司君 暫時休憩します。

休憩 午前１１時３０分

再開 午前１１時３６分

〇副議長 増山裕司君 休憩中の会議を再開します。

経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 先ほど申し上げましたのは、削除するものではなく、先ほ

ど申し上げました内容は積算の根拠についての訂正であり、金額の訂正についてはありま

せんことをご理解を願いたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 では、先ほどの金額でいいということで理解をしました。

それで、次なのですけれども、広場についてなのです。冬期間の活用方法ということで

お話をしたのですけれども、北海道ですから、冬が長くてということになりますよね。そ

のときは、多分みんな雪を寄せるのだと思うのです、あそこに。広場ですから。そうなっ

たら、空いたスペースは少なくて、先ほども言ったとおりで雪遊びぐらいしかできないの

ではないのかという話ですけれども、冬が長いところでもったいないと。１等地のところ

が雪積み場みたいになっているという状態がもったいないとは思っているのです。せめて

排雪を小まめにするとか、冬でも何かちょっとしたイベントがあそこで行われているだと

か、そのようなアイデアというのは。そうではなかったとしたら、あの広場が使われると

いったら数か月しかないのではないかとも思うわけです。

それで、あと看板も何だか大きな看板は立たないようですね。市長がずっとこれまで言

われてきているのが、ツルハと北門さんがあるところのああいう引っ込んだ、市長で言う

ならば、要するにまちに膨らみを持たせるような商店街のイメージなのだというお話でし

た。あそこも両端はお店がもうあって、なかなか目立ちづらいところなのですけれども、
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ツルハの看板がばあんと立っているし、北門もしっかりと看板が立っているので、あそこ

に何があるかと分かるから、皆さん寄っていくと思うのですけれども、今みたいに半分お

しゃれに作ろうと思うから、そこに何があるかはほとんど分からないだろうと思うのです、

私は。引っ込んでしまっているから、なおのことですよね。国道を走っている人は、完全

に通り過ぎて行くでしょうという感じです。もったいないと、これも思います。できれば、

国道の人たちも何の施設なのだろうと。これから多比良議員が質問するのだけれども、何

か特色あるものがあるのだとすれば、ああ、あそこはおもしろい施設だということも分か

るし、ただ場所がきちんと分からなかったら、どこなのだかというのが出てくるのでない

かと思うのです。

あそこに、設計でいくとパラソルがあって、それからキッチンカーが少し並んでいて、

椅子やテーブルがあって、何か原宿辺りの外のカフェみたいなイメージが書いてあるので

すけれども、そこに行ってコーヒー飲みますか。市長は飲むと言っていますが、車がんが

ん通るところなのです、あそこ。ダンプも大型トレーラーも、国道１２号線ですから。し

かも、信号待ちのところでもあるのです。ちょうど信号が止まったところなのです。そこ

でコーヒーが飲めるかなと私は思っていて、植栽はされるようなので、異次元の空間みた

いな感じをつくり出していかないと、なかなか外でおしゃれにビールやコーヒーなんかを

飲めるようになればすごくいいとは思うのですけれども、相当きつい条件だと思いますの

で、広場はしっかりと、何か異次空間みたいな感じのとなると、今度は除雪が大変だし、

大変な場所に大変なことをやろうとしているというのが私の結論なのですけれども。

それから、駐車場の関係ですけれども、１３事業者の方々の従業員や来客のために月ぎ

めの駐車場のスペースを造るようなのですけれども、これは何で１３事業者のためにとい

うことにはならないのですか。みんな車置くところ困っていると思うのです。ほかの商店

街の方々も。周辺の方々だけが、そこでメリットというのはまずいのではないかとも思う

し、この前も言ったのですけれども、最近非常に民間の方々でアスファルト敷いてしっか

りとした駐車場を造ったり、うちもこの前に大きな駐車場造ったりしているのです。民間

の方々も駐車場みんな困っているから、商売になるなと思ってやっているのです。そこに

向かって、わざわざ市が、まさにこの前も言ったけれども、民業圧迫になるようなことは

するべきではないと思うのです。これは、少し考えてほしいと思います。従業員ではなく

て、来客の方だったら、普通に止めればいいわけではないですか。そこに店名がなくたっ

て、これはお買い物駐車場と同じことなのだから、そこに置けばいいだけの話です。問題

は、従業員の方の駐車場をここに確保するかということなのです。何でそこをそんなにこ

だわってやろうとするのかと思うのです。ここも何とかいろいろな考え方をしてほしいと

思います。

最後の質問になるのですけれども、文化系の施設でイベントやグループサークルととい

う話をしましたが、商店の利用ということを相当考えていらっしゃるようで、そうなって
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くれればいいとは思うのですけれども、今の商店街見ると、悲惨な状況になっていると、

現実はそうだと思うのです。僕も気になるから、あの国道１２号線の周辺の歩道をよく歩

くのですけれども、ほぼ昼間歩いている方々はいらっしゃらないような状況が現にありま

す。砂川市が再開発事業をしっかりとやったアイアイ農協の前の商店街は、ついに全部シ

ャッターが下りてしまったという状況があるわけです。こういう状況の中で、もちろんそ

の商店会連合会の方々がこの施設のために一生懸命頑張っていただけることがあるならば

非常にうれしいことだし、力強いことだと思うのですけれども、もしかしたら自分のお店

をしっかり維持するということで四苦八苦かもしれない。そんなような状況の中で、ゆう

や公民館、ふれあいセンターがもう満杯で行くところないという状況があるなら、私はこ

ういうスペースも必要だとは思うのですけれども、それぞれがみんなそこの中でやってい

らっしゃるのだろうと思うものですから、時間もないので、本当にこれを進めていってう

まくいくのかと思っているのが私の今現状です。

ここは、答弁をいただくと、また何かいろいろなことが起きても困ると思っていますの

で、残る時間、あと何か月かなのですけれども、できればいい施設になって、お金もいっ

ぱいかからずに工事が済むようにお祈りを申し上げて、一般質問を終わりたいと思います。

以上です。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員の挙手を確認しました。

武田真議員の一般質問は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時４６分

再開 午後 １時００分

〇副議長 増山裕司君 休憩中の会議を開きます。

午前中に引き続いて一般質問を受け付けます。

武田真議員。

〇武田 真議員 （登壇） それでは、通告に基づきまして、私からは大きく２点につい

て伺います。

大きな１、ふるさと納税を活用した医療・介護・福祉の従事者等への応援についてであ

ります。新型コロナウイルスによる道内の新規感染症数は、９月１日現在減少傾向に転じ

たものの、依然として病床使用率は高水準で推移しており、減少は見通せない状況にあり

ます。砂川市においても、市立病院では診療制限が行われるなど、新型コロナウイルスに

よる医療の逼迫は身近で現実の問題となっています。また、市立病院については、中空知

２次医療圏唯一の感染症指定医療機関としての対応もあり、負担が集中しています。同様

に市内の介護福祉施設においても、従事者等は様々な困難の中、業務に従事している状況

にあります。

そこで、新型コロナウイルス対策の最前線において、経済的にも心理的にも負担を強い
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られている医療・介護・福祉の従事者等に対するふるさと納税を活用した応援について、

次により伺います。

（１）ふるさと納税の現状等について。

（２）ふるさと納税、企業版ふるさと納税を含むを活用した医療・介護・福祉の従事者

等への応援の考えについて。

大きな２、地域貢献活動等を要件とした市職員の副業解禁についてであります。地方公

務員は、地方公務員法により任命権者の許可を受けなければ、報酬を得て、いかなる副業、

営利企業等の従事をすることが制限されています。しかし、近年全国の自治体において、

公益性が高い地域貢献活動等であることを要件として副業を解禁する動きが活発化してお

り、道内においても農業、水産業等の地域産業を支援するため、副業を解禁している自治

体が増えている状況です。こうした副業の解禁は、本市における農業等の深刻化する担い

手不足への対応や職員のスキルアップ等も期待できることから、地域貢献活動等を要件と

した副業の許可基準の明確化等について検討すべき時期に来ているのではないかと考えま

す。そこで、次により伺います。

（１）道内の地域貢献活動等を要件として副業を解禁している自治体の状況等について。

（２）市職員の営利企業等の従事許可状況について。

（３）地域貢献活動等を要件とした副業の許可基準等の明確化の考えについて。

以上、第１回目の質問といたします。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 （登壇） それでは、順次ご答弁いたします。

初めに、大きな１、ふるさと納税を活用した医療・介護・福祉の従事者等への応援につ

いての（１）ふるさと納税の現状等についてでありますが、当市のふるさと納税は、ふる

さと納税制度が始まった平成２０年度より砂川市とのつながりを大切にしていただきたい

という趣旨の下、東京砂川会総会などで当市にご縁がある方を対象に制度のＰＲを行い、

平成２３年度からはふるさと応援寄附金推進事業として、寄附に対する謝意を表すため、

寄附金額に応じ１事業者の２品目を返礼品として寄附者にお送りしているところでありま

す。平成２６年１０月からは、全国から幅広く砂川市を応援していただけるよう、事業内

容を大幅に見直し、民間ポータルサイトを介し寄附を受け付けるほか、クレジットカード

の利用ができるよう利便性の向上を図るとともに、返礼品を１７事業者、２８品目に増や

すなど、以降様々な取組を進め、事業内容の充実に努めてきたところであります。また、

平成３０年度にはこれまで１社のみであった民間ポータルサイトを１０社へ増やすことに

より、さらに寄附しやすい環境を整えたところであります。このような中、令和３年１２

月からは民間の技術及び知識を活用し、返礼品を通して当市の魅力及び特産品をより広く

ＰＲすることで寄附者の増加を図るため、寄附採納及び返礼品提供事業者への発注業務等

を民間事業者へ委託したところであります。その結果、令和３年度には寄附件数は１万１，
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０００件を超え、寄附金額も５億２，８９６万８，０００円となったところであります。

今後につきましても、民間ポータルサイトをさらに１５社に増やし、寄附者がより利用し

やすい環境を整備するとともに、農産物や日用品などの新たな返礼品を加えるなど、９月

１日現在、２９事業者、２７１品目の返礼品を用意し、本事業を進めているところであり

ます。また、企業は寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を支援した場合に、

法人関係税の控除といった税制上の優遇措置が受けられる制度である企業版ふるさと納税

についても第２次地方創生総合戦略に位置づけ、必要となる地域再生計画については本年

３月３１日に国から認定を受け、企業からの寄附金を受け入れる体制を整えたところであ

ります。

次に、（２）ふるさと納税を活用した医療・介護・福祉の従事者等への応援の考え方に

ついてご答弁申し上げます。当市では、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の感染リ

スクがある中、感染症対策に必要な体制の構築に努めながら、平時より厳しい最前線で事

業を継続している医療機関等への支援などに活用させていただくことを目的に、ふるさと

納税制度を活用したクラウドファンディングを実施いたしましたが、寄附金に対する返礼

品を設定しなかったこともあり、目標とした１００万円には達成しない６２万３，０００

円となったものでありますが、寄附金は感染症対策として日々最前線で感染予防活動に奮

闘しておられる市内の高齢者、障害者入所施設や通所施設、病院、診療所、歯科、柔道整

復院、鍼灸院、調剤薬局などに対する慰労金の一部として活用させていたところでありま

す。ふるさと納税は、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域、またはこれから応援

したい地域への力になる制度であり、さらには税の優遇制度を受けられることから、制度

開始以来増加の一途でありますが、寄附に至る動機の多くは各種の寄附に対する返礼品が

目的となる傾向が強く、当市においても返礼品の充実を図るとともに、取り扱うポータル

サイトを増やすなど、魅力の向上を図ってきております。現在は、ふるさと応援寄附金の

使い道としては、広くまちづくり全般に活用することを目的としたまちづくりへの活用を

はじめ、子育て支援、高齢者福祉への活用、教育環境の整備への活用、市立病院の整備へ

の活用といった４つの目的を定めて寄附金を募っておりますが、全国的にもふるさと納税

を活用した医療・介護・福祉の従事者等への支援を目的とした寄附金を募集する団体も増

えてきている状況が見られますので、これら個別の使途の活用も含め、ふるさと納税の活

用については検討してまいりたいと考えております。

続きまして、大きな２、地域貢献活動等を要件とした市職員の副業解禁についてご答弁

申し上げます。初めに、（１）道内の地域貢献活動等を要件として副業を解禁している自

治体の状況等についてでありますが、公務員の副業、兼業につきましては、地方公務員法

第３８条において、職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等を兼ね、

もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事して

はならないと定めております。これは、職員の職務専念義務や公正な職務執行、公務の信
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頼確保の趣旨から許可制が採用されているものであり、本市においてはその趣旨にのっと

り、職務上能率低下を来すおそれがないこと、従事する企業等が人との間に相反する利害

関係がなく、職務の構成を妨げることがないこと、職員の職務の品位を損ねるおそれがな

いことの３点の確認し、副業、兼業の従事許可を行っております。ご指摘のとおり、公務

員の副業、兼業につきましては、平成２９年に神戸市が地域貢献を目的とした独自の制度

をつくったことを契機に、全国の自治体において公益性の高い地域貢献活動等によること

を要件として、副業、兼業を解禁する動きが活発化しており、道内においても同様の動き

があることを承知しているところであります。ご質問の道内自治体の状況につきましては、

正確な情報は公表されておりませんが、令和元年１１月から渡島管内鹿部町、令和４年４

月から十勝管内の新得町、池田町、空知管内の沼田町、後志管内の共和町、令和４年６月

からは日高振興局において地域団体などの有償ボランティア、スポーツや文化関連の指導

者、農業や漁業等への人手不足解消のため、条件つきで副業、兼業を解禁していると把握

しているところであります。

次に、（２）市職員の営利企業の従事許可状況についてでありますが、従事許可状況に

つきましては令和３年度において市役所が１４０件、市立病院が３１５件、合計４５５件

となっております。許可の内容につきましては、市役所では衆議院議員総選挙及び最高裁

判所裁判官国民審査における投開票事務への従事、市立病院では他医療機関への医師の派

遣、各種団体の派遣講師が主なものとなっているところであります。

次に、（３）地域貢献活動等を要件とした副業の許可基準等の明確化の考えについてで

ありますが、まず公務員の副業、兼業の許可基準といたしましては、平成３１年３月に国

から発出された通知において、兼業時間数が週８時間または１か月３０時間を超えるとき、

また勤務時間が割り振られた日において１日３時間を超えるときのほか、兼業先や兼業す

る事業または事務が公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれ

がある場合や兼業によって得る報酬が社会通年上相当と認められる程度を超える場合には

兼業が認められないとされているところであり、これを受け幾つかの自治体においては副

業、兼業の許可基準等が明確化されているものと考えるところであります。近年、各自治

体において深刻な人口減少や高齢化等に伴い、担い手不足が進む中、地域課題の解決に積

極的に取り組む公益性の高い地域貢献活動等を要件とした職員の副業、兼業の解禁が求め

られてきており、このような公益性の高い活動等を行い、市民の皆さんと思いを共有する

ことで市民目線での行政の推進や職員自身のスキルアップ、職員が持つ知識やスキルを様

々な場に提供することが可能となるなど、メリットは多くあるものと考えられているとこ

ろであります。一方、現時点においても町内会や各種団体に所属し、勤務時間外にボラン

ティアなど公益性の高い地域貢献活動に参加している職員も数多くいるところであり、こ

れに加えて副業、兼業を解禁することで職員の長時間労働を助長し、健康や日常の業務に

悪影響を与えるなどの懸念もあることから、各自が担っている公務をしっかり行うことを
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最優先した上での取組となるものと考えているところであります。このことから、地域貢

献活動等を要件とした副業、兼業の許可基準の明確化につきましては、先進的な自治体の

取組も参考にするとともに、市民のニーズもどういったものであるのかも含め調査研究に

努め、また道内各自治体の動向についても注視していきたいと考えております。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 それでは、順次再質問していきたいと思うのですけれども、まずふるさ

と納税の現状等ということでありますけれども、非常に順調に伸びてきているのかなとい

う印象を受けておりまして、寄附いただいた寄附金についても、非常にまちづくりに役立

っているのかなという印象も受けております。一方では、様々な制度が発足してから、制

度改正、例えば返礼品競争等があって制限がかかったりとか、この制度自体に様々な課題

があるというのは当然のことなのかなと思っております。

砂川市においても、クラウドファンディング型のふるさと納税ということで、２０２０

年ですか、コロナ対策で実施したということだったのですけれども、残念ながら目標額に

は達成しなかったということと、そのときは返礼品がなかったというお話もあったのです

けれども、ただ当時似たような形でクラウドファンディングが様々な自治体、コロナ対策

ということで実施されていたのですけれども、一方ではその目標額を容易に達成したよう

なところもあったとは思うのですけれども、その返礼品以外に当時クラウドファンディン

グ型のふるさと納税を実施して目標額に達しなかったことについて、返礼品がなかった以

外に、目標が未達になった要因についてどのように分析をされたのかということをまずお

伺いしたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 医療従事者に対してのクラウドファンディングをできるといい

ますか、事業を起こしたわけなのですけれども、まず市のホームページにこの事業を計画

いたしまして、広報しているのですが、市のホームページに来ていただけるお客様といい

ますか、視聴者といいますか、その方の数が一定数として限られていると。一方で、ふる

さと納税の関係の各サイトの中に寄附の返礼品の品目から探すとかというところがほとん

どでありまして、事業から探すというところが非常に少ないということもありまして、事

業に行く者についてはどうしても潜っていくというか、先に返礼品ありきでそれをどう当

てていくかということもありますので、なかなかそういったものが難しかったのかと思い

ます。

今回私ども１００万円という目標を掲げましてやりましたけれども、そういったことで

大変事業効果といいますか、事業意義は感じてはいたのですけれども、なかなか苦戦した

というのが正直な感想でございます。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 そうしますと、その目標に達しなかった主な理由は、宣伝が物理的にう
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まくいかなかったというのが要因なのかと受け止めたわけですけれども、そうしますと当

然改善する余地はあるのかということになっていくと思います。実際大手のポータルサイ

トを見ていきますと、そうしたコロナ対策に限らず、特定の課題を解決するための様々な

クラウドファンディング型のふるさと納税というのは結構目に入ってくるという状況にな

っているのかと思います。

いろいろ調べていきますと、統計上は確かに返礼品が中心のふるさと納税というのは、

額が多いという傾向にあるのかとは思うのですけれども、一方では最近はこうしたクラウ

ドファンディング型のふるさと納税は確実に増えている状況にあるという印象を受けてお

ります。そうしますと、先般の２０２０年のクラウドファンディング型のふるさと納税は、

宣伝その他でうまくいかなかったという分析ができているわけですから、これは新たに、

過去にもつながるのですけれども、新たな形で特定の目的を課題とするためのクラウドフ

ァンディング型のふるさと納税は、今後も一回失敗したからもうやらないよということに

はならなくて、新たな課題、（２）にもつながりますけれども、そうした課題に向けてク

ラウドファンディング型のふるさと納税、今後実施していくという考えはあるのかどうか

を、まず伺いたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 事業目的としたクラウドファンディング、都道府県単位の部分

では非常に成功している例があるようなことを聞いてございますけれども、なかなか市町

村で起こすとなると、ＰＲの方法が限られているということもありまして、どうしてもポ

ータルサイト寄りのものになってしまうのが現状でございます。そのポータルサイトも、

全部が全部寄附の品目からいくものではなくて、事業系から探せるというところもありま

すので、そういったものもぜひ検討しながら入っていきたいと考えているところでありま

すけれども、まずふるさと応援寄附金の１万１，０００件を超えたということですけれど

も、令和３年度の寄附の理由の部分、アンケート調査も全て付随しているのですけれども、

その答えていただいたものが１万１，４００件ほどの寄附件数から回答が４，３００件ほ

どになりまして、４割弱の回答をいただいているのですけれども、それらの一番の目的は

返礼品の魅力というところが８６％ほどになってございます。そういったことも、一方で

は社会貢献活動に対しての寄附活動というのは、当初の目的が国の目的がかなっていると

いうことはありますけれども、ここ数年ですか、議員さん言われたような２９年からいろ

いろ制度が変わったことによって、いろいろルールからはみ出たようなとか、ルールから

はみ出そうな自治体も出るようなこともありまして、これは逆に言いますと、ふるさと応

援寄附金は返礼品の魅力が一番なのかなということもあります。今となってはといいます

か、５億円を超えた金額になりますので、非常に貴重な財源となってございますので、議

員ご指摘の社会貢献活動、特に医療の部分については今後も継続して事業を実施するべく

研究はしていきたいと思いますけれども、そこのベースとしては、寄附の歳入の確保をす
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るために、市内の企業と協力しながら新たな商品を開発するですとか、ポータルサイトを

新しく開発するですとか、そういったことをしながら歳入の確保に努めていきたいと思っ

てございます。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 私自身も返礼品目的で来られる方、全く否定するわけではなくて、非常

にありがたいことでありますし、それは砂川市をよりよく知っていただく契機にもなるの

かと思って、そこは全く否定するものではないのですけれども、私心配しているのは、こ

の制度、いつまで続くのだろうといつも考えておりまして、実は今年、道東のある町に行

ってみたのですけれども、そこへ行きますと非常に立派な道の駅ができているわけであり

ます。こんな立派な道の駅、どうやって造ったのだろうと思って調べてみますと、大分ふ

るさと納税の貢献があったのかなということを知りました。そうしますと、造ったのはい

いですけれども、今後の維持管理も考えていきますと、相当なお金がかかってくるのかな

ということも考えますし、一方ではこの制度、いつまで続くのだろうという心配もしてく

るわけであります。相当、砂川市は残念ながら海産物は取れないですけれども、海産物で

寄附を集めているような自治体もあるわけであります。この制度の持続可能性を考えてい

くと、非常に将来が心配になっていくのかなというのがあります。

一方では、クラウドファンディング型のふるさと納税は、これはふるさと納税が始まっ

た当初の考え方に極めて近いものがありまして、返礼品は要らないよとか、あるいはまち

づくりの純粋な理念に従って過去の寄附をいただくというのが本来の姿なのかと私は思い

ます。持続可能な制度ということを考えていきますと、最終的には恐らく返礼品重視とい

うよりは、目的、理念型のふるさと納税のほうが将来も生き残っていくのではないかとい

うことを立派な道の駅を見ながら考えました。

それはともかくなのですけれども、過去にもありますが、前回のコロナ対策の部分のク

ラウドファンディング型の市のやつ、私も見ていきましたけれども、全般的な対応の内容

だったのかなということもありまして、なかなか焦点が絞り切れていないという部分も、

先ほどの宣伝以外にも寄附金が集まらなかった要因の一つかなということと、もう一点は

最近クラウドファンディング型のふるさと納税で寄附金を集めている自治体の案内といい

ますか、先例を見ますと、極めてよくストーリーといいますか、理念といいますか、そう

いうものがしっかり組み立てられているという印象を受けております。前回も砂川市で行

った新型コロナウイルスのクラウドファンディングについては、非常に影響が生じている

ということで、一般的な宣伝といいますか、広報の仕方だったのですけれども、ここはう

まくいっている事例を見ていきますと、極めてしっかりとしたストーリー性、あるいはど

ちらかというと返礼品重視の部分の悪口を言うわけではありませんけれども、寄附する側

の人の目線に立った、しっかりとした構成ができているなという印象を私受けております。

そうしたことも考えますと、当然現行の返礼品重視のやり方を否定するわけではありませ
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んけれども、その制度の根本の原点に立ち返ってやっていくことも、私は極めて重要な部

分なのかと思っているわけであります。

そこで、（２）について、より深く伺いたいと思うのですけれども、当然御存じのとお

り、この地域、中空知の２次医療圏というのは極めて特異な地域だということは皆さん認

識のとおりだと思います。道内においても、恐らくは全国的にもこのような地域はないの

かということ。それは、つまり人口当たりの医療従事者数を見ていくと、相当全国でもト

ップレベルの地域ということになるのかと。というのは、医療あるいは介護の産業の特性

として、いわゆる労働集約型というのでしょうか、そういった産業で、要は人材がいなけ

ればどうにも回らないという形態でありまして、それが要因で人口当たりの医療従事者、

あるいは関連産業の働く人たちも相当数いるという地域なのかと思います。そうしますと、

この医療、介護の産業というのは、人が全てということでありますから、今般の伝染病が

はやり始めてから相当期間経過したのですけれども、働いている人たちの苦労といいます

か、負担がなかなか減らないという印象は私も受けております。特に今年は第７波という

ことで、非常に様々な分野でご苦労があったのかと思います。介護関係の人たちも、クラ

スターが発生しないようにと極めて日常生活も窮屈な生活をしているのでありますし、医

療従事者の皆様も当然感染症対策ということで日々苦労があるのかと思っております。こ

れは、砂川市の問題だけではないですけれども、こうした状況にある砂川市、特に医療、

介護、福祉の関連産業が非常に多い地域だからこそ、ふるさと納税を活用した応援を何と

かしたい、激励をしたいという気持ちからこの質問をしているわけなのですけれども、そ

の地域の特性を鑑みて、こうした地域で働く人たちを何とか感謝の気持ちを示すためのふ

るさと納税、何とか砂川市のクラウドファンディング的なふるさと納税の形で実現できな

いか、改めてお伺いしたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 以前に、２９年に実施いたしましたクラウドファンディング型

のふるさと納税ですね、医療に対するものにつきまして、１００万円のところを６２万３，

０００円ということで、額も達しなかったということもありまして、非常に一生懸命やっ

たのですが、なかなか評価を得られていないということも今回改めて指摘をいただきまし

て、大変残念な感もするのですけれども、新型コロナウイルス関連のクラウドファンディ

ングの中で、寄附をいただいた方のコメントといいますか、その方たちの応援の内容は、

議員言われるような医療に対する感謝の念というのは非常に高いといいますか、ご主人が

亡くなったときに非常にお世話になったであるとか、ご自身が入院されていたときに非常

によくしてもらったとかという形がまずコメントとして書き込まれております。

一方、新型コロナウイルス感染症につきまして、今第７波ということでありますけれど

も、また次に波が来るのではないかということもありまして、クラウドファンディングに

ついても都道府県が多いのですけれども、北海道では非常に大規模といいますか、エール
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を北の医療へという形でここ３年ほどやってございまして、その額も非常に多く寄附を募

っているような状況でございます。ただ、何度かご説明しておりますけれども、ふるさと

応援寄附金という部分の切り口は、返礼品ということもありまして、私どもも今返礼品を

メインにしておりますけれども、一方でその制度ができたときのイズムといいますか、本

市は議員言われるような体制は、維持されていかなければならないし、持続可能な事業と

いうことであれば、もちろんそのようなことはありますけれども、クラウドファンディン

グということで返礼品がないとなりますと、一定の効果の部分をお客様に委ねるといいま

すか、になってしまいますので、今後も目立つような取組をしていかなければならないと

いうことはありますけれども、それと並行してふるさと納税の歳入の確保ということも十

分大事なことでございますので、返礼品の数を多くしながら取り組んでまいりたいと思っ

てございます。

新型コロナウイルス関連の医療従事者の支援といたしましては、これも議員さん御存じ

だと思いますけれども、臨時交付金の中で３度ほど、これまでに医療従事者ですとか介護

従事者に対しては慰労金のシステムといいますか、その見合いといいますか、そういった

部分の補助金も出してございますし、あとは病院では各諸手当をそれぞれ積み増しした中

でやっていることがあります。防疫等の作業手当ですとか、そういうものにつきましては

いまだ額も、恐らく病院側としては経営の中で非常にかさむものだとは認識していると思

いますけれども、それも今補助金のない中でそういった手当を出しながら最前線で医療を

支えているということでございますので、こういったものに関しましても、より広くＰＲ

をしながら、効果的な寄附制度というのですか、そういう運営に努めていきたいと今思っ

ているところであります。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 現実的に考えればなかなか、返礼品なしで集めるというのは非常に私も

難しいのかと思うのですけれども、そこはそれを組み合わせしながら、よりよい仕組みと

いうのはつくっていかねばならないのかと思っています。前回のうまくいかなかった理由

は、主な理由としては返礼品ではないかという部分もあるのですけれども、そうであれば、

それを組み合わせしながら、よりよい形で集めていただけるような工夫をしていくべきか

と。クラウドファンディング型だから返礼品が一切ないよということにもならないとは思

っていますので、そこはやり方次第かと私は思います。では、やり方次第、最初の組み立

ての仕方としてはどういう目標をつくるかということが一番重要なのかと。その手段とし

て、全額寄附になるのか、あるいは返礼品を組み合わせるのかという、そういうセッティ

ングになるのかと思いますので、前回コロナ対策ということで目標に達成しなかったわけ

でありますけれども、検討する機会があれば、その反省を生かしながら、あるいは返礼品

を組み合わせる、あるいは様々な方策を考えながらやっていただければいいのかと思いま

す。
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１番目は終わりたいと思います。

副業解禁の話ですけれども、答弁にありましたとおり、道内でもかなり、特に１次産業

が中心の地域かなという印象を受けて、そのスポーツとかの指導の関係、これは日高振興

局の話かな、私聞き漏れてしまったのですけれども、全体的に今兼業が許可されている鹿

部ですか、新得、池田等の自治体、どのような内容で許可基準を設定しているのか、分か

る範囲で構いませんので、お伺いしたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 道内の地域貢献活動の要件とした職員の副業の解禁状況でござ

いますけれども、繰り返しになりますけれども、令和元年１１月に鹿部町が最初でして、

令和４年になってから４月に新得町、池田町、沼田町、共和町、それから６月には日高振

興局で解禁されているようでございます。このほかに予定のところはあるのかも分かりま

せんけれども、今通告いただいた後にそれぞれ調べた中にはこういった状況かと思います。

要件といたしまして、まず公共性が高いですとか公益性が高いという部分が１回目のご

答弁で申し上げましたところでありますけれども、そういった部分の決めにつきましては、

非常に地域差があるように感じております。有償ボランティアですとかスポーツ、文化の

関連の指導者というのは一定程度想像つくのですけれども、漁業に限定するですとか収穫

地の農作業にも行けるとかという、新得町におきましては収穫期の農作業の支援とかとい

うこともありますし、沼田町におきましては加工用トマトの栽培作業という形で限定され

ているようです。それで、日高振興局につきましては、漁業、農業関連で多いのですけれ

ども、水産加工業の有効求人倍率、そういうものも非常に高く、地元が非常に困っていた

ということで、日高振興局の職員が自ら発案した中で兼業に踏み切っていったという状況

でありますので、その地域のニーズが一定程度あるものと職員側の自らの発案、両方ない

となかなか制度化は難しいのでないかという考えでございます。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 予想していたのとは違った部分もあったのですけれども、主に農業関連

の部分で許可が出ているのかなという印象を受けております。実際国から令和２年に調査

があって、各地の兼業の許可結果等ということで通知も来ていたりするのを見ると、専ら

公益的な部分で許可を出している自治体が多いのかなという印象を私も受けております。

国の事例ですけれども、実態調査ということで地域貢献活動と私は言っていますけれども、

国の調査は社会貢献活動ということで事例を出しているのですけれども、伝統行事や地域

イベントの進行に関する活動、地域ブランドや地場産品のプロモーション活動、防災、防

犯に関する活動、スポーツ、文化、芸術の指導、支援、教育や若者の自立支援の活動、生

活者支援や福祉に関する活動、あとは環境保全や監視、移住者の受入れや定住促進に関す

る活動が国の考えている社会貢献活動等ということで想定されていて、実際国家公務員と

ほぼ大体同じだと思うのですけれども、地方公務員法、国家公務員法で大体似たような基
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準になっているのかと私も思うのですけれども、こうした活動を念頭に調査をして、この

調査の趣旨は少なくとも読む限りは否定的なものではないのかと。こういう活動が今後期

待されますという期待を込めた形の調査になっているのかなという印象を私は国の調査結

果から受けました。

実際、最初の答弁ともしかしたらダブるのかもしれませんけれども、こうした活動、平

成２９年、神戸をはじめということなのですけれども、急激にこうした動きというのが活

発化してきているという印象を受けているわけであります。市として、特に今年に入って

から急激に道内の自治体でそういうことを認めるという動きが活発になってきているので

すけれども、この背景として市としてはどのような背景があって、このような各自治体で

動きが活発化し、あるいは国でも、国家公務員においても同様な動きが活発化しているの

だという背景についてどのように考えているのかを伺いたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 一番の根底は、働き方改革という部分が１つあると思います。

副業を希望する方がそれぞれ増えてきたという部分もありますし、それぞれ終身雇用とい

うのですか、そういう形にとらわれず、自分のスキルを生かした中で業務といいますか、

事務につきたいという方たちもおられると。それと、人口減少社会を迎えまして人手不足

というのは、これはずっと続いてございまして、これまでもいろいろな場面で後継者がい

ないですとか担い手がいないとかというところもありまして、その部分につきましては改

めてご説明することもありませんけれども、そういったものがマッチした中で進んできて

いるものと考えているところであります。

それで、先ほどすみません。私、許可基準ということでご質問だったのですけれども、

それぞれ許可に向けた対応といいますか、そういったこともお話をしましたけれども、許

可基準は勤務のない日ですとか時間外にそれを行うですとか、地域貢献として許容できる

ものですとか、週８時間以下で１か月３０時間ですとか、それから信用を失う行為が発生

する可能性がない、宗教的、政治的な活動ではない、そういったものが許可基準になって

いまして、それについては各自治体似たようなといいますか、もともとの地方公務員法の

中の基準を準用しているのかと思いますけれども、そういった中では各自治体の状況がそ

れぞれ違いますので、必要に迫られている場所と、働き方改革の中でこういったところに

切り込んでいくといいますか、門戸を開くといいますか、そういったものを進めている自

治体との違いは若干ではありますけれども、あるという思いであります。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 （２）も伺いたいと思うのですけれども、市の職員の許可ということで、

選挙関係が極めて多かったのかと思います。あとは、市立病院だと医師、ドクターの派遣、

講演があると思うのですけれども、実際ほぼ選挙関係だと思うのですが、それ以外に許可

が出ている案件としては何か特徴的なものがあるかをお伺いしたいと思います。
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〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 過去的には、ご実家が農業ということで、農業従事に関する兼

業許可を出されたということは調べて分かったのですけれども、それにつきましても周り

の目といいますか、それぞれ誤解のないようにということで許可を取ったのではないかと

いう思いありますけれども、１回目のご答弁で申し上げました衆議院議員総選挙のほかに

土地開発公社の関係です。それが１３件ですか、それから社会福祉協議会が２件、シルバ

ー人材センターの関係として２件というのがありまして、選挙以外ではこれが全てとなっ

てございます。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 基本的には、市の職員の業務との兼ね合いで当然予想されるといいます

か、当たり前のような兼業許可なのかと私も思います。

先ほど先進地の事例を調査していくという答弁だったと思うのですけれども、部長の答

弁にもあったと思うのですけれども、市民との協働というのが恐らく重要な、これまでの

各自治体の許可の背景にあるのかと思いますし、各自治体の許可要綱などを読んでいきま

すと、地域の深刻な人手不足等も当然あるのかという印象を受けております。

私は、重要なメリットとして、人材育成というのがかなり重要な位置を占めているのか

と思うわけであります。というのは、私の手元にも砂川市人材育成基本方針、今年の３月

に改定された育成の基本方針などを読んでいきますと、求められる職員像として、途中か

らですけれども、市民に理解される政策を実現するためには、職員は自ら積極的に市民活

動に参加し、常に市民の視点に立って行政需要の把握に努めることと。一人一人も自ら考

え判断して、行動することが求められていますということで、先ほどの答弁では現状の町

内会活動とＮＰＯの活動等で十分参加が果たされているという考えだとは思うのですけれ

ども、一定の制約というのは当然出てきているのかと思います。例えばよくある、砂川市

であるかどうか分かりませんけれども、私も経験があるのですけれども、何かの講演を頼

まれると。講師謝礼、当然辞退するのですけれども、よく考えてみれば、いただいてもお

かしくはないのかと思うわけであります。

そうした意味で、不必要な制限が実はかかっているのではないかと私は考えます。とい

うのは、様々な、国もそうですけれども、地方公務員法で様々な通知があったりとか基準

があったりして、非常に公務員の副業に関しては、では何がいいのかと、どこまでがいい

のかというのは、実は分かりにくいのです。総務部長であれば、全体を把握することはで

きるかもしれませんけれども、個別の職員から見れば、どこに引っかかって、どこが駄目

なのかという、法律用語でいうと予測可能性ですよね。どこまでやったら駄目なのだとい

うのは、実は非常に分かりにくいのかと思います。管理職レベルでは分かるよということ

になるかもしれませんけれども、それと線引きというのは私当然重要なことでありますし、

先ほどの答弁でもあったとおり、職務専念義務の地方公務員法の３５条でしたか、３６条、
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その辺りの規定というのは、まさに地方公務員にとっては核心の部分でありますから、そ

れは当然遵守しなければならないものでありますけれども、一方ではどこまでが認められ

るのか、駄目なのかということの基準はしっかりとすべきでありますし、またそれ以上に

要望的に考えて、ここまでやったら駄目でないかと。本当はできるにもかかわらず、予防

線を張ってしまうということもあるわけであります。そのための基準づくりなのかと私は

思うわけであります。実際国が出した基準、社会貢献活動、地域貢献活動の要件を見てい

ても、かなりそれでも抑制的につくられているのかという印象を私は受けております。

そういうことも考えますとある程度、絶対駄目だというラインは私はつくるべきだとは

思っております。それがないと、どこまで行っていいのか、どこまで参加していいのかと

いうことが分からないというのが非常に不安定な状況になるわけですから、そういった基

準さえ示してくれれば、現行もしかしたら地域活動に積極的に参加できないものがあるの

かと。もしあったとしたら、それが要因であるのであれば、そういう要件を取り払って、

より一層職員の方も地域活動に参加できるような環境づくりとして考えていくのであれば、

私は基準づくりはあってもいいのかと思うわけであります。しかも、こういった基準とい

うのは、あくまでも法令のさらに下位のものでありますから、運用レベルで制定できるも

のでありますから、いわゆる事務レベルでも作成できるものでありますから、各先進地の

状況等を当然参考にしなければならないとは思うのですけれども、一線を画すといいます

か、一線を越えないことをするために、私は基準づくりというのはぜひ積極的に考えてい

ただきたいと思うのですけれども、この辺調査研究とありますけれども、ぜひ積極的に考

えていただけないかどうか、改めてお伺いいたします。

〇副議長 増山裕司君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 まず、営利企業等への従事制限につきましては、先ほど地公法

の３８条となりますけれども、職務専念の義務があるが、営利企業に従事する場合は制限

をするというのは第１号でありまして、２号につきましては全体の奉仕者という立場から

職務を公正に執行しなければならないというものがあります。それから、それぞれ公務の

公平性が損なわれるものであってはならない。それから、職員の品位を落とし、信頼を損

ねることになってはならないと。こういうのは大前提であって、そこを侵すものではない

と考えているわけでございます。

それで、先ほど議員さんご紹介ありました講師謝礼なんかも、受け取らなかったという

ことは実際経験されたということでございますけれども、私どももいろいろな団体から制

度の関係で説明をしながらやっていく中で、差し出された謝礼もお返ししたという経験も

あります。それにつきましても、何が必要かといいますと、その資料につきましては当然

自宅に持ち帰って作る場合もありますし、一方ではそれぞれ職員が力を合わせながらパワ

ーポイントで資料を作るということもございますので、勤務中の中でそういうものを償還

するということでありますと、これが公務の部分なのか、それとも従事の制限を超えた事
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業の関係に従事するのかということになりますけれども、本来の職務に影響があるもので

あってはいけないというものは前提でありますので、そういったものは各、今４団体ほど

つくってございますけれども、そういったものを見極めながらやっていきたいということ

もあります。

それから、その中でできている、つくってきている鹿部町なんかは、もともと消防団に

憧れておられて、何とかその消防団に職員として入りたいのだということもあったのです

が、手当が出るということもあって、ちゅうちょしていたところ、そういったものの規制

を取っ払ってといいますか、新たな制度をつくってやったので、自己実現ができたという

こともございます。

そういった意味からは、それぞれ先ほどご紹介ありましたけれども、職員のスキルとい

いますか、技能の向上ですとか、そういったものは非常に大きなメリットがありますので、

積極的にいきたいところではありますが、一方でどの業種にも、どの事業にも該当するの

かといいますと、国の基準である公益性というものがネックになってきますので、当市に

置き換えますと、その公益性がどこにあるのだと。それがたゆらかに皆さんが納得いただ

けるものがどこにあるのだというところを、まずは見極めるといいますか、当然ニーズが

どの辺にあるのかと、そういう部分も含めまして検討しなければならないのと、ニーズに

ついては非常に人手不足だとか担い手不足だとかというところはどの場面でも言われるの

ですけれども、１回目のご答弁でも申し上げましたけれども、日高振興局のニーズは有効

求人倍率が漁業で７．６８倍だということでして、それだけの倍率があるのと、これが当

管内に置き換えますと、建設業は今８倍程度の有効求人倍率になってございます。農業は

０．９倍ということでございますので、農業がいいのか漁業がいいのかというのは、その

まちの特性があって公共性、公益性というのがありますけれども、一方で私どものまちで

は建設業が今一番人手不足となってございますので、人手不足の辺からいくのか、それか

ら自己実現といいますか、それぞれボランティア活動の本人のスキルアップの面からいく

のかについては、もう少し時間をかけながら研究していきたいと考えてございます。

〇副議長 増山裕司君 武田真議員。

〇武田 真議員 建設業のほうが大変だというお話であった。一方で、農業は現状低いと

いうことでありましたけれども、実際収穫期とか、一気に人手が足りなくなる部分も、そ

れはキュウリとかトマトとかつくられている方は、恐らく時期によっては有効求人倍率は

数倍にはね上がるのかと。そういう特性も恐らくあるのかなということになろうかと思い

ます。

最後に要望ということになるのですけれども、砂川市の人材育成基本方針にも書いてい

るとおり、既成の考え方にとらわれないで、柔軟かつ的確に対応する職員が求められてい

ますという職員像のとおり、ぜひその既成の考え方にとらわれない柔軟な発想で、ぜひ公

務員の副業、兼業の部分を検討していただきたいということを要望して、終わります。
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〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員の一般質問は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 １時５８分

再開 午後 ２時０７分

〇副議長 増山裕司君 休憩中の会議を開きます。

沢田広志議員。

〇沢田広志議員 （登壇） それでは、一般質問をさせていただきます。本日は、大きく

２点でございます。

大きな１点目といたしまして、砂川市の有料ごみ袋についてであります。市では、家庭

用ごみ処理は分別収集が実施され、区分も燃やせるごみ、生ごみ、燃やせないごみ、資源

ごみとなっており、区分に合わせて有料でごみ袋が使われております。このごみ袋も材質

が主にポリエチレン製でありますが、他市町村では地域における温室効果ガス排出量の削

減、地域循環共生圏の創造、地域住民の意識向上、エシカル消費（人や社会）、環境に配

慮した消費行動の推進などの効果が期待されるバイオマスプラスチック等製ごみ袋を導入

するところが増えつつあります。そこで、市としても有料ごみ袋の材質をポリエチレン製

からバイオマスプラスチック等製へとする取組について伺います。

続いて、大きな２点目であります。パーソナルヘルスレコード（ＰＨＲ）の活用につい

てであります。ＰＨＲは、英文字でＰｅｒｓｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｒｅｃｏｒｄ、パ

ーソナルヘルスレコードを略したもので、日本語ではパーソナルヘルスレコードと呼ばれ

ております。デジタルを活用して、生涯にわたって時系列的かつ統合的に個々人の健康、

医療、介護に関する情報を記録し、自身の手元で管理する生涯型電子カルテ、または生涯

健康手帳と呼ばれることもあり、生涯にわたる個々人の健康増進や生活習慣の改善を実現

するために活用が進められております。一例としては、子供を妊娠したときに受け取る母

子健康手帳も手帳に赤ちゃんの情報などを記載して、日々の記録をつけて管理するという

側面からＰＨＲの一つともいえますが、現在では一般的にデジタルを活用して行われる健

康データ管理がＰＨＲと位置づけられているようです。国では、ＰＨＲ推進に向けて令和

元年度から第１回の国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進に関する検討会が始められて

おります。市として活用に向けた取組について考えをお伺いいたします。

以上、１回目の質問といたします。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 （登壇） 私から大きな１、砂川市の有料ごみ袋についてご答

弁申し上げます。

国では、令和元年５月に策定したプラスチック資源循環戦略において、可燃ごみ指定収

集袋など、その利用目的から一義的に焼却せざるを得ないプラスチックは原料として植物

などの再生可能な有機資源を使用するプラスチック素材でカーボンニュートラルとなるバ
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イオマスプラスチックを最大限使用し、かつ確実に熱回収することを重点戦略としており

ます。これを踏まえて、令和３年１月に策定したバイオプラスチック導入ロードマップに

おいては、バイオマスプラスチック等製ごみ袋の導入に向けたガイドラインを整備するこ

とが示され、さらに本年３月に環境省より地方公共団体におけるバイオプラスチック等製

ごみ袋導入のガイドラインが公表され、温室効果ガス排出量の削減や環境問題に対する住

民の意識向上等の効果が期待されるとして、地方公共団体でのごみ袋等へのバイオプラス

チックの導入促進を目指すこととされているところであります。

既にバイオマスプラスチック等製ごみ袋を導入している自治体での発現効果としては、

温室効果ガス排出量の削減や環境問題に対する住民の意識向上等でありますが、一方問題

点や課題として、原料価格が高いことから、ごみ袋の調達価格が上昇すること、バイオマ

ス原料は現在大部分を輸入に頼っている状況であり、輸入価格や先物取引の相場によって

も価格が変動し、安定的な調達価格の設定が難しいことなどが上げられているところであ

ります。

砂川市の有料ごみ袋、バイオマスプラスチック等製への取組についてでありますが、国

は２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを

目指すことを宣言しており、脱炭素は社会全体で取り組んでいかなければならないもので

ありますので、ＣＯ２削減につながるバイオマスプラスチック等製有料ごみ袋の導入につ

いては、既に導入している先進自治体の取組などを参考にしながら、併せてごみ処理手数

料の改定も考慮していかなければならないことから、今後においては十分に検討を進めて

いかなければならないものと考えております。

〇副議長 増山裕司君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 私から、大きな２のパーソナルヘルスレコード

（ＰＨＲ）の活用についてご答弁申し上げます。

パーソナルヘルスレコードとは、個人の健康診断結果や服薬歴等の健康、医療、介護に

関する情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みを意味するもので

あり、国においては健康寿命のさらなる延伸、効果的、効率的な医療、介護サービスの提

供を目的としたデータヘルス改革の取組の一つに位置づけ、マイナポータル等を通じて自

身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整理や医療を介護分野での情報利活用の推進など

に取り組んでいるところであります。

具体的には、自らの健康、医療、介護に関するデータを記録し、一元的に管理すること

でスマートフォンなどを活用してマイナポータル等より特定健診、事業所健診、乳幼児健

診などの健診情報、予防接種歴、薬剤情報、介護情報等の閲覧が可能となるほか、本人同

意を得た上で医療機関、介護事業所においても情報の共有が可能となるものであります。

これらの情報の活用によって、生涯にわたり自身の保健医療情報を把握できるようになり、

日常生活習慣の改善等の行動変容や健康増進につながることや医療機関や介護事業所にお
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いても患者、利用者ニーズを踏まえた、より最適な医療介護サービスの提供が可能になる

ものと考えられております。

市といたしましては、乳幼児健診の対象となる児童のマイナンバーカードを取得された

場合、また自身のマイナンバーカードを健康保険証として利用する申込みをされた場合、

乳幼児健診や特定健診の結果をマイナポータルにより確認できる状況にあることなど、各

種健診や結果説明会の機会にお知らせすることで、パーソナルヘルスレコードが既に身近

なデータとなっていることの理解促進を図るとともに、それらの健診結果等に関し医療機

関を受診する際や保健、栄養指導を受ける際に提示することで正確な健康情報が伝達され、

より適切な診断やアドバイスを受けることも可能になるなど、周知啓発に努めてまいりた

いと考えております。

また、パーソナルヘルスレコードにつきましては、国がデータヘルス改革を推進してい

る状況で、今後どのように環境整備等が実施されていくか、動向を注視しながら市として

の有効活用についても検討を進めていきたいと考えているところであります。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 今ほど１回目のご答弁をいただきましたので、２回目の質疑をさせてい

ただきたいと思います。

まず、１番目の砂川市の有料ごみ袋について、今ほどご答弁いただきました。国の流れ

だとか国がどのような形で進めようとするのか、ガイドラインも含めて策定をされてきて

いるということと、砂川市としての今後の対応といったことでありました。残念ながら、

今後については十分検討を進めていかなければならないと考えているということでありま

したので、今ほどの答弁をいただきながら何点か質問させていただきたいと思います。

まず、全国的にもちろん進めてきている自治体もありますし、もちろん北海道内でもバ

イオマスプラスチック等製ごみ袋を導入している自治体もあるわけですから、最初の段階

でありますけれども、道内で先進的に導入されている自治体はどのぐらいあるのか、その

辺市としてどのように押さえているのか、それについてまず初めに聞かせていただきたい

と思います。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 北海道内で導入されている自治体ということでございますけれ

ども、令和２年度の環境省のアンケート調査結果で申し上げたいと思いますが、北海道内

では令和２年度現在９自治体がバイオマスプラスチック等製指定ごみ袋を導入していると

いう状況で押さえております。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 道内では９自治体導入されているということでは分かりました。

それで、今後については先進自治体の導入している取組などを参考としながらといった

ことで、先ほど１回目の質問に対して答弁をいただいたのかと思いますが、であれば先進
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的に取組をされているわけですから、どのような方法で導入しているのか。導入するに当

たっての、正直いろいろ課題として対応しなければいけなかった部分だとか、そういうの

があるかと思うのですけれども、今後どのような形で先進自治体の考え方を含めて知ろう

とするのか、これについても聞かせていただきたいと思います。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 先ほど令和２年度時点で導入済みの北海道内の自治体は９と申

し上げましたけれども、それは令和２年度現在なわけでございまして、令和３年度以降に

も恐らく導入した自治体があろうかと思います。環境省のガイドラインでは、導入時の課

題としてごみ袋の強度、性能に落ちはないか、例えばそのほかにはごみ処理段階での不都

合、混乱はないのかといったような課題も、このガイドラインの中ではできておりますの

で、それらのことも含めて各自治体の担当者から直接的に情報収集を行い、必要に応じて

取組経過に関する書類を収集するなどして調査研究を進めていきたいと考えているところ

でございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 まさに今回のごみ袋の関係は、バイオマスプラスチック等製ごみ袋とい

うことで、ぜひ私は導入すべきではないかといった考えから質問をさせていただいており

ます。それぞれ９自治体で取組をされていますし、それぞれ地域性を持って課題も対応し

てきているのかと思います。

そこで、今回は答弁の中で先進自治体の考え方も含めて参考にしながらということであ

りますけれども、場合によっては先進自治体だけではなくて、例えば環境に関わるこうい

う有料ごみ袋、環境に関わる展示会だとか、それに関わるメーカーさんだとか、集まって

くる機会があるわけですから、そういったところにもどのような形でなっているのかとい

ったことも、しっかり目と耳で見て聞いてということが必要なのではないかと私は思って

います。残念ながら、今コロナ禍の中で視察が私自身もできないので、私もぜひ導入して

いるところを直接行って見て聞いて、現物を見たいという思いがあるのですけれども、た

だ今そういう状況ではないのかと感じております。

ただ、今後参考にしなければならないのは、先進自治体はもちろんのこと、例えば幅広

く環境に関わる展示会等もありますし、また袋メーカーもありますし、また現在砂川市も

ごみ袋を作ってもらっているメーカーもあるかと思いますので、そういった最も分かるで

あろう関連のところとの参考事例も含めながら調査研究ということも必要なのではないか

と思うのですが、この辺の考え方はいかがでしょうか。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 情報の収集という、耳からだけではなくて、実際目で見てと、

触れてみてといったようなことがメーカーさんの展示会ですとか、そういった部分では分

かるということも確かに議員の言っておられるとおりだと思いますので、この導入の時期
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というのを、するかどうかも含めてはまだ全然先が見えていない状況ですけれども、必要

に応じて、実際に袋を変えた自治体でもいろいろな様々な課題だとか疑問点だとかという

のも整理した中で導入してきているようですから、今言われたメーカー等の展示会等々に

つきましては必要に応じてこの先行くことも検討していきたいと考えております。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 いよいよ導入するのだろうと思った時期には、ぜひそういったことも考

えていただければと。ガイドラインも私見させていただいておりますので、その中には導

入しようとすると約１年はかかっているような、導入した自治体のアンケート調査から出

ておりますので、導入しようとするとき、私は導入してほしいと思っていますけれども、

導入する時期というのがあるかと思いますので、この辺をしっかりと考えていただきたい

と思っています。

それで、先ほどの１回目の質問に対しての答弁の中で、どうしても引っかかるというか、

引っかかってしまったところがあったのが、ごみ処理手数料の改定も考慮しなければいけ

ないといったことがありまして、私は今回バイオマスプラスチック等製有料ごみ袋の導入

をどうでしょうかという投げかけで、それだけでいくと、バイオマスプラスチック等製有

料ごみ袋を導入しようとすると、処理手数料も改定されていくのかと思ってしまうのです。

先ほど答弁を聞きながら、１つは、強いて言うならばプラスチック資源循環戦略というの

が国の中で施策として言われていて、場合によってはごみ分別収集方法等も、今現在のや

り方だけでなくて、分別収集品目も増えてくる可能性もあったりとかあると私は考えるの

ですけれども、この辺改定も考慮しなければいけないといったことについて、もう少し詳

しく聞かせていただけないでしょうか。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 １回目の答弁で、併せてごみ処理手数料の改定も考慮というこ

とで申し上げましたけれども、もっと詳細な考え方ということでございますけれども、ご

質問いただいたバイオマスプラスチック等製有料ごみ袋の導入、さらにはプラスチック資

源循環戦略ですか、これに係るプラスチックのリサイクルといった部分も今出てきており

ます。さらに、このほかにこれから国の動きとして、また新たなものも活用ガイドライン

として出てくる可能性も想定されますので、それらが出てきた際にごみ処理手数料の改定

について考慮していくものと現時点では考えているところでございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 今ほどの答弁をお聞きして、バイオマスプラスチック等製有料ごみ袋を

導入したからといって、処理手数料の改定を考えるということだけではなくて、全体的に

今後のことを含めながら、そういう場面があるところには考慮しましょうと受け止めたの

ですけれども、それでよろしいのですよね。

それで、確かにバイオマスプラスチック等製有料ごみ袋を製造するに当たっては、１回
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目の答弁でもいただいておりますけれども、原料を含めた調達コストというのは、今現在

のよりも若干上がります。例えばこれはガイドラインの中に載っておりますけれども、導

入している自治体のアンケート結果でありますが、バイオマスプラスチック等製指定ごみ

袋の平均調達価格を比較したところ、多く用いられている１５から２０リットル以下の指

定ごみ袋では７．３円から９．２円で約２５％程度、２５リットルから３０リットル以下

の指定ごみ袋では８．４円から１０．２円、約２０％程度、どうしても調達コストが上が

ると言っております。ただ、調達コストは上がっても、導入している各自治体はいろいろ

な工夫をしながら販売価格は抑えているという努力もしているようです。それについては、

例えば委託とか発注方法も工夫したりとか、ある部分ではコスト削減をしたり、また製造

してもらっているメーカーさんとの連携を取ったりといったこともございますので、決し

て私、だからといってバイオマスプラスチック等製ごみ袋に変えたとしても、処理手数料

がそのまま上がると私は思っておりませんので、導入しようとしたときには、いろいろな

工夫をしていかなければいけないのかと思っています。それに当たっては、例えば手数料

が上がるとか、そのまま維持しようといったときは、公共料金に関わるものであると思い

ますので、その辺はしっかりと市民の皆さんの意見も聞かなければいけない部分もあるか

と思いますが、私はそういう考えは持っているのですけれども、この辺の考え方は市とし

てどう受け止めているのか聞かせていただけないでしょうか。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 今後ごみ処理手数料の改定を考慮するということで、考慮しな

ければならないという１回目の答弁を申し上げましたけれども、手数料の改定を考慮する

という段階では、ＣＯ２削減の意識の向上とか環境問題に対する住民の理解、エシカル消

費の推進ということについても、併せて理解が必要となると思っておりますので、産業廃

棄物減量等推進協議会という機関があるのですが、そちらの検討協議のほかに、最初の市

の分別したときにも何か検討会等々やられているような経過も承知しておりますので、ど

のような形になるか分かりませんが、市民への説明や市民からの意見をお聞きする場は、

料金改定を考慮する際にも想定されるものと現段階では考えているところでございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 大変大切なことも答弁としてお話をいただきました。確かにごみ処理手

数料の改定に当たっては、大変苦慮するものがあるかと思います。砂川市も廃棄物の処理

及び清掃に関する条例が平成１２年９月１日に施行されて、その２年後には平成１４年１

０月１日からさらに施行、要するに条例改正している。それは、恐らくもう２２年前とか

２０年前なので、私の記憶も定かでない部分あるのですけれども、あのときはたしか分別

収集が始まってきたということと、それによって住民の皆さんにも分別収集するに当たっ

て応分の負担をしていただきたいといったことを含めた条例改正だったのかと思っていま

すし、それとくるくるとか、この地区全体で分別収集するに当たっての関係から、ひょっ
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としたら２年後にさらに含めて改正されてきたものなのかと思っています。

当時を振り返りますと、まずはごみ収集箱、集積場をどうするかということから始まっ

て、なおかつ問題は処理手数料を住民の皆さんに負担していただきましょうといったこと

では、私が一番思いを持っているのは、総合福祉センターの大会議室を使って多くの皆さ

んに担当の職員がごみ分別について、また手数料についても説明をしていたということと、

あと各地域ごとに回っての説明もされていた。ですから、ただ単に分別収集に当たって住

民負担をお願いするときには、時の市民の皆さんにも恐らくたくさんの声を聞きながら皆

さんに説明をして理解して、丁寧な説明をしながら理解してもらって、今になって分別収

集がしっかりとやられてきているのかと思いますので、先ほど部長からも答弁ありました

けれども、市民への丁寧なしっかりとした説明を含めて、その時期には必要だということ

を含めて、いま一度考えを聞かせていただければと思うのです。

〇副議長 増山裕司君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 この先の分別の仕方、それから袋によって料金ということも考

慮しなければならないということでもございますけれども、仮に変更になるということに

もちろんなれば、市民に対して丁寧な説明、これはガイドラインでも導入するときにやっ

てきているという状況も出てきておりますので、これについては従前、２０年ぐらい前で

すか、やったときと同じような、十分に理解を得られるような、そして理解してもらった

上でのということで取組は進めていくべきものと私は考えております。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 ありがとうございます。

その辺は、しっかりとやっていただきたいと思いますし、住民にとって最も身近なこと

なのかと思っていますが、よろしくお願いしたいと思います。

ここで、こういうことは時の首長、市長の政策的判断とかといった部分もあるのかと私

は思っています。今後のことなので、どうこうというわけにいきませんけれども、この辺

市長に改めてお考えを聞かせていただきたいと思うのですけれども、というのは市長は政

策、施策の総責任者で先頭に立っていますし、一歩も二歩も前にではなくて、私は二歩も

三歩も前のやり方でどんどんやってきていると思っています。ただ、誰がどのときに導入

するかは別にして、こういった施策をやろうかというときの判断というのは、時の市長、

首長の責任を持って、なおかつ住民の皆さんに幸せになってほしいといったことがあるの

かと思っています。

それで、今回はある部分では環境に関わることで、カーボンニュートラル、ＣＯ２の削

減ということで、正直これの影響というのは加速度的に影響が出てしまったのが北海道電

力砂川火力発電所の関係も、それは関わりあったのだろうと思いますから、そういったこ

とを考えたときに、こういったことを導入しようとしたときには、こういう考え方も必要

なのだといったことで、急な市長への質問になっていますけれども、その考え方を聞かせ
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ていただければ大変ありがたく思います。

〇副議長 増山裕司君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） それでは、私から大きなくくりでご答弁を申し上げたい

と思うのですけれども、カーボンニュートラルを実現するには、大部分は自治体が積極的

に進めないと目標数値には到達しないというのが国の見解でありまして、自治体がどこま

で頑張るのだというところが一番大きいのだろうと。

ただ、今回のやり取りを私聞いておりまして、この新しいごみ袋は今９自治体なのだろ

うけれども、外国から持ってくることになっているけれども、多くの自治体がそれを導入

したときに安定的に供給されるのだろうかというのが分からなくていろいろ聞いたりもし

たのですが、そこまでの調査はしていないみたいですけれども、少し気になるのですけれ

ども、導入に私は反対というわけではありません。ただ、その条件面とか内容に私自身は

深く分かっていないと。やり取りの中でいろいろ今聞いてメモをしていたのですけれども、

すぐここで導入というよりは、もう少し担当で調べて、これが本当に効果があり、安定供

給されるものであれば導入に向けていくし、その辺の状況というのは先ほども言われてい

ましたけれども、もう少し調べさせてください。今の段階のレベルで判断するには厳しい

と。ただし、私がカーボンニュートラルに後ろ向きというわけでなくて、自治体がある程

度率先してやらないと、いわゆる国の目標の２０５０年度、ゼロにするのだと。３０年度

は２０１３年比で４６％まで削減するといったら、よほどのことをやらないと達成できな

い数字と言われております。その辺も踏まえながら、勉強させていただきたいということ

で答弁に代えさせていただきます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 市長、どうもありがとうございます。

まさにカーボンニュートラル含めて２０５０年、排出ガスゼロを目指しましょうという

のは、国も含めて国際的な約束事でございます。また、それぞれの自治体において責任持

ってやっていかなければいけない。先を見ると、まだ３０年ぐらい先と言うかもしれませ

んが、そんなことなく、できる時点のときにはぜひしっかりと考えていただきたいと思っ

ております。

それでは、１つ目のことについてはこれで終わりたいと思います。

２つ目のパーソナルヘルスレコードの活用についてということで聞かせていただきまし

た。これも先ほどの１つ目と同じように、一つの国の流れも含めながら、国での取組、ま

た具体的なものを含めて、そして砂川市としての取組のことについても聞かせていただい

たところであります。せっかく答弁いただきましたので、これに基づいて少し聞かせてい

ただきたいと思います。

まず初めに、現状把握を改めてしたいと思います。というのは、今現在砂川市も国保の

特定健診や後期高齢者健康診査等が行われており、おのおの受診者に対しては健診結果表
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での面談による健診結果説明がされて、保健指導が実施されているということで、個々の

特定健診の場合は、私も受診しておりますけれども、大体春に受診して、その後２か月ほ

どぐらいしてから、３か月ぐらいかな、健診説明会が開催されて、その前にあなたの健診

結果表が届いて、それを持って保健師のところへ行って説明を聞いて、場合によっては食

生活も含めたら栄養士のところに行ってという形で、まさに紙ベースでいただいて、なお

かつ行って顔と顔、フェース・ツー・フェースでいろいろ面談をしながら説明を受けて、

こういうことも考えなければいけませんよという、ある部分では予防に大変大事な部分を

していただいていると思っています。

そこで、そういったことをされていますから、直接的に顔を見ながら説明もしていると、

いろいろなことの話が出ると思うのです。その中で１つお聞きしておきたいのは、受診者

の日常生活習慣の改善などへの取組というのは、それぞれ個々人によって取組というのは

違うかと思うのですけれども、市としてその取組をどのようにされているかという状況に

ついては、もし把握していることがあるのであれば、先に聞かせていただければと思いま

す。

〇副議長 増山裕司君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 国保特定健診における受けられた方の改善に向けての取組

ということでございますが、例えば今年６月の特定健診の実績で申し上げますと、受けら

れた方がおよそ約４００名という中で、健診結果として気がかりな点があるので、これは

結果説明会においでくださいというご案内をお送りした方は、そのうち約７割ということ

で、３割の方は健康状態に特段今のところ問題はありませんということで通知にとどまっ

ておりますが、ご案内をお送りしましたその７割の方のうち９５％ぐらいの方は結果説明

会においでいただいております。極めて高い関心をお持ちいただいていると。また、その

説明会の中では、保健師あるいは栄養士と今の現状を踏まえながら、例えば運動、食事面、

さらに飲酒であったり喫煙であったりと、その方にとってできるところから始めていきま

しょうということで、多くの方が生活習慣の改善に向けて説明を聞きながら取り組んでい

ただいているところでありますが、なかなか即結果が出るという形には結びつきにくいの

が生活習慣病でありますので、繰り返し継続的という形にはなりますが、その結果の出た

方についてはおいでいただいて、一緒に方向性を模索しながら取り組んでいただいている

という現状でございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 ４００名に対して、結構な皆さんが健診結果説明会、７０％に案内出し

て、そのうち９５％が参加していただいているということが分かりました。

私ももう１２年ほどになりましたけれども、国保の特定健診を受けて、健診結果説明会

に行って、体重から何から数字がほとんど上限にあって、これはまずいのだなということ

を保健師と栄養士から指導を受けて、何とか体重も落としながら、何とかここまで来てい
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たのかなと思っています。そういう点では、ふれあいセンターの皆さんに大変お世話にな

っているし、ありがたいと。ですから、そういったことを多くの皆さんに知っていただい

て、継続的に、継続というのは大変かもしれませんけれども、しっかりとやっていただき

たいと思っています。

こういった紙ベースの結果表を見ながら面談でしていたことが、今回のパーソナルヘル

スレコードの、要するに電子媒体を使ってのやり方というのが今後こういった形が必要に

なってくるのだよということを国も示唆しているのかと思っていますので、こういったこ

とについて後ほどまたお話を聞きますけれども、そこで今現在だんだん健康手帳とか血圧

手帳、お薬手帳なども電子媒体も可能な状況になってきていますよということでも先ほど

答弁いただきましたけれども、健診説明会でも健康手帳、血圧手帳、血圧高い方は血圧を

毎日測ってくださいよというのだったり、病院にかかれば、薬をいただけばお薬手帳出し

てといったことなのですけれども、市として電子媒体も利用可能な状況になっていますけ

れども、この辺どのような状況かというのを押さえることができるのでしょうか。もし押

さえていれば教えていただきたいし、できなければできないで、どういう形なのかを聞か

せていただければと思うのですが。

〇副議長 増山裕司君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 いろいろな手帳についての電子媒体の利用の状況というこ

とについては、恐らく様々なスマートフォンのアプリ等が今現状としてある中、市として

どれぐらいの方が利用されているかというところはつかみ切れていないところでありまし

て、といいますのはその基となる、当然に今まだお薬手帳など紙媒体で利用されている方

が多数いらっしゃると思うのですが、この紙媒体の各種手帳の、いわば利用状況というの

も、それぞれ民間の事業所等で発行されているようなケースもございますので、まずその

全体像がなかなかつかみにくいというところが現状ございます。その中でも、今議員さん

からのご指摘いただきましたが、血圧手帳については市の保健栄養指導の中で日々、ご自

宅に血圧計があるならば測定いただいて、こちらで記録してくださいということでお渡し

しているケースがありますけれども、それについては大体年間５００部ぐらいは血圧手帳

を、紙媒体のものをお渡ししていると。また、結果説明会の際に、私既に、いわば電子ア

プリでこういった健康管理をしていますというお話は数件、何人かの方からは保健師が伺

っている状況というところでございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 そもそも利用状況を把握というのは、民間のこともあるから、市として

も難しいのかと、改めて聞かせていただきました。できれば、私の考え方の中で１つお願

いがあるのですけれども、特定健診とかあったときには、健康手帳、血圧手帳あるいはお

薬手帳を持っておりますかといったことも含めて、アンケートでもいいですから、知って

いただきたいと思っています。それがＰＨＲの関係にもいろいろ関わりが出てくるのかな
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と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っています。

それで、先ほど答弁の中にも特定健診等、乳幼児健診もそうですけれども、マイナンバ

ーカードを持っていて保険証として使っていくと、マイナポータルで閲覧が可能であると。

これについては、先ほど１回目の答弁の中にも、周知については健診を通してとかという

話もされていたのですが、いま一度確認も含めてお聞かせいただきたいのは、まさにマイ

ナンバーカードを作っていかなければいけませんし、それによって保険証、さらにはマイ

ナポータルで閲覧を可能ですから、これをどんどん閲覧できる人方を増やしていかなけれ

ばいけないということで、周知啓発を具体的にというか、もっとしっかりやっていかなけ

ればいけない部分もあるかと思うのですけれども、この辺の考え方を聞かせていただけれ

ばと思うのですが。

〇副議長 増山裕司君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 マイナポータルでいろいろな情報がその方、まさに個人、

パーソナルな情報が確認できるという状況にあることについては、私たちといたしまして

は保健事業を通じて、例えば特定健診の結果の説明会ですとか、定期的に行っております

市民の方の健康栄養相談の際ですとか、各種の乳幼児健診のときにはスマートフォンを持

っているということであれば、マイナンバーカードも取得されているという状況であれば、

こういったデータを閲覧することが可能ですといった周知には努めてまいりたい。また、

ホームページでもそういったことの掲載を行ってまいりたいと考えてございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 大体分かってきました。その辺は、しっかりと周知啓発をやっていただ

きたいと思っております。

それで、今回はパーソナルヘルスレコード（ＰＨＲ）について、利活用も含めて質問を

させていただきました。それで、ＰＨＲの利活用の方法ということで大きく４つが想定さ

れておりまして、１つは個人の日常生活習慣の改善等の健康的な行動の醸成、２つ目には

効果的、効率的な医療等の提供、３番目に公衆衛生施策、保健事業の実効性向上や災害等

の緊急時の利用、４つ目に保健医療分野の研究という４つが想定されている中で、まず初

めには、最初に言ったように個人の日常生活習慣の改善等の健康的な行動の醸成を進めて

いきましょうというのが国の考え方でもあるようであります。

それで、今からもう６年ぐらい前から実証モデルとして動いてきている部分がありまし

て、１つには妊娠・出産・子育て支援ＰＨＲモデル、これは群馬県前橋市で、２つには疾

病、介護予防ＰＨＲモデル、兵庫県神戸市ほか、３番目に生活習慣病重症化予防ＰＨＲモ

デル、兵庫県西宮市、福島県郡山市、佐賀県多久市、福岡県那珂川市ということであって、

４つ目に、医療・介護連携ＰＨＲモデル、これは山梨県大月市ということで、平成２８年、

２９年、３０年と補助を出してやられているということがありまして、その中で今回私は

日常生活習慣の改善等と健康的な行動といった部分に視点を置いておりますので、この中
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で兵庫県西宮市、ほかでもあるのですけれども、そこで取り組んでいる当時のモデル事業

についてお話をします。

糖尿病の重症化予防を目的として、医療機関から取得する診察、検査データ、薬局から

取得する調剤データ、保険者から取得する特定健診データ、スマートフォンのＰＨＲ管理

アプリやウェアラブル端末から取得するバイタルデータなどを本人の同意を得て保険者や

疾病管理事業者が利用できる仕組みが整備されておりまして、利用者は糖尿病に関するデ

ータが一定の数値より悪化すると、本人のスマートフォンアプリにアラートが通知された

上で、本人の同意の下、ＰＨＲを参照した保険者などが患者に適切な指導を実施するとい

ったことが、もう既に平成２８年からモデル事業でやられて、恐らくこういったモデル事

業を通しながらＰＨＲを具体的に進めていきましょうということなのかと思っています。

まさに今回を通して、私はＰＨＲ利活用の方法としては、個人の日常生活習慣の改善等と

健康的な行動の醸成とつながる、例えば健康情報について、本人同意により日常生活習慣

の改善等に向けて本人と医療従事者が双方向で相談、助言することにより、健康づくりの

ための改善行動を促すことが想定されていると考えておりますけれども、こういった考え

方で受け止めていいのかどうか、それを聞かせていただけないでしょうか。

〇副議長 増山裕司君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 パーソナルヘルスレコードにつきまして、ご自身で日々の

運動量ですとかいろいろな情報を管理されているケースもあろうかと思います。それをお

一人の中で自らそれを基に健康管理をというケースも当然あろうかとは思いますが、議員

さんご指摘のとおり、このレコードについては日常生活の改善行動に結びつけていくとい

うために非常に有効である。それは、ご本人が同意された上で医療従事者などの皆さんが、

そういうデータなのですねという確認を双方でされて、その中でより的確なアドバイスを

受けるということで具体的な健康維持の日常生活改善につながっていくものと考えてござ

います。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 ありがとうございます。

まさにＰＨＲは、こういったことを含めては、今後利用に当たっても大変大切な一つの

ツールというか、方法なのだということを改めて考えさせていただきました。

今現在も砂川市はデータヘルス計画も動いていますし、令和６年度から新しい次期デー

タヘルス計画が行われる。私もこれを調べていくと、検討課題の中にはもう既にＰＨＲ、

パーソナルヘルスレコードの文言が集中改革プランの中に載っておりましたから、という

ことは次期、令和６年度から始まるデータヘルス計画の中にはこれが盛り込まれ、そして

場合によってはそれを基に活用していかなければいけないのでないかと私は推測しており

ますけれども、この辺先ほど答弁もいただいておりますけれども、いま一度このことにつ

いて聞かせていただければと思うのですが。
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〇副議長 増山裕司君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 国が掲げておりますデータヘルス改革の意義という点で、

今現状としては医療、介護、保健といった様々なデータが分散している。それが総合的に

つながるということで、相互につながるということで、各分野や産学官の力が引き出され

ていく、また国民の皆様にとってメリットを実感できる形となっていくということを意義

として、国がデータヘルス計画を進めておりますので、具体的な内容については未定では

ありますけれども、そういった方向性を受けて当市としても次期のデータヘルス計画の中

で何かしらの形で盛り込んでいくことになろうかと見込んでいるところでございます。

〇副議長 増山裕司君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 国の状況、それぞれ含めて今後次期データヘルス計画の策定に向けて動

いていくのかと思っておりますので、しっかりやっていただければと思います。

最後に、私も一番最初に砂川市ふれあいセンターを通しながらの健診の状況を含めて聞

かせていただきました。今後は、これを実施してもらっていることが悪いとかではなくて、

しっかりとやっていただいていることには感謝をしております。ただ、今後はこういった

形も含めながらパーソナルヘルスレコードの関係で、スマートフォンを活用しながら出来

上がっていくというのは国も目指しておりますから、恐らくこれは両刀遣いでいくのだろ

うなと思うのですけれども、そういったこともしっかりと受け止めながらやっていただき

たいということを要望して、私の質問はこれにて終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。

◎延会宣告

〇副議長 増山裕司君 本日はこれで延会します。

延会 午後 ２時５８分


